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午前 ９時３６分 開議 

○議長（関田正民君） ただいまから本日の会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（関田正民君） ここで、昨日６月１日の第41号議案 平成28年度東大和市一般会計補正予算（第１号）

における木戸岡秀彦議員からの質問に対する答弁について、子ども生活部長より発言を求められておりますの

で、これを許可いたします。 

○子ども生活部長（榎本 豊君） おはようございます。開会前の貴重なお時間いただきましてありがとうござ

います。 

  昨日御審議いただきました第41号議案 東大和市一般会計補正予算（第１号）におけます木戸岡議員の御質

疑に対します市の答弁の中で、誤解を招く表現がございましたので、ここでおわびを申し上げ、訂正をお願い

いたします。 

  木戸岡議員からは、前回の一般質問で御紹介いただきました空き店舗へ行ってというところでございます。

市のほうで、行ってみてよかったというふうに答弁したところでございます。 

  ここを、当市は日本一子育てしやすいまちづくりを掲げて施策を進めている中、保育園の待機児童対策とい

たしまして、かねてから社会福祉法人から御相談がありました小規模保育につきまして市へ協議があったため、

市も認定へ向かい事務を進め、今回の補正予算の上程と至ったところでありますと訂正をお願いいたします。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日程第１ 一般質問 

○議長（関田正民君） 日程第１ 一般質問を行います。 

  ここで、学校教育部長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

○学校教育部長（阿部晴彦君） 貴重なお時間をいただき申しわけございません。 

  平成28年東大和市議会第１回定例会におきまして、私の発言に誤りがございました。 

  関野議員の一般質問の中で、新学校給食センターの稼働を平成29年10月と答弁しておりました。正しくは、

平成29年４月でございます。おわびして訂正させていただきます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 蜂須賀 千 雅 君 

○議長（関田正民君） 通告に従い、順次指名いたします。 

  初めに、12番、蜂須賀千雅議員を指名いたします。（中間建二議員「議長、暫時休憩をお願いします」と呼

ぶ） 

  どうしてか申し述べていただきたい。（中間建二議員「先ほどのきのうの答弁の説明がちょっと納得いかな

いので、ちょっと休憩お願いします」と呼ぶ）わかりました。 

  暫時休憩します。 

午前 ９時３８分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前 ９時５８分 開議 

○議長（関田正民君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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  通告順に従い、順次指名いたします。 

  初めに、12番、蜂須賀千雅議員を指名いたします。 

〔１２番 蜂須賀千雅君 登壇〕 

○１２番（蜂須賀千雅君） 皆さん、おはようございます。 

  12番、自由民主党の蜂須賀千雅でございます。平成28年第２回定例会に当たり、通告書に従い一般質問させ

ていただきます。 

  まず１番といたしまして、保育園・学童クラブの待機児童対策についてお伺いをいたします。 

  ①といたしまして、保育園における現状・課題・今後の取り組みについて。 

  ②といたしまして、学童クラブにおける現状・課題・今後の取り組みについて。 

  ③といたしまして、保育士有資格者の確保についての現状・課題・今後の取り組みについてをお伺いをいた

します。 

  次に、２番といたしまして、ハミングホールにおける指定管理についてお伺いをいたします。 

  ①といたしまして、指定管理者変更から２年経過した現状・課題・今後の取り組みについてをお伺いをさせ

ていただきます。 

  次に、３番といたしまして、東大和市特色ある公園整備基本方針についてお伺いをいたします。 

  ①といたしまして、策定するに当たっての現状・課題について。 

  ②といたしまして、主要な拠点となる公園のテーマを整備するに当たっての考えと思い、市としての決意に

ついてお伺いをいたします。 

  以上でございます。 

  壇上での質問につきましては以上ですが、再質問に関しましては自席にて行わせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

〔１２番 蜂須賀千雅君 降壇〕 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 皆さん、おはようございます。 

  初めに、保育園における現状・課題・今後の取り組みについてでありますが、平成28年４月１日現在の保育

施設における待機児童数は７人となっております。 

  課題としましては、今後も保育の受け皿の確保に努め、待機児童をなくすことと考えております。 

  今後の取り組みについてでありますが、保育の受け皿確保を進めるために、既存の認可保育施設の移転に伴

います建て替えに対しましては助成するとともに、小規模保育事業等を活用してまいりたいと考えております。 

  次に、学童クラブにおける現状・課題・今後の取り組みについてでありますが、平成28年度入所申請による

待機児童数は平成28年４月１日現在211名、５月１日現在215名となっております。 

  待機児童は、児童館及び学校施設を活用しまして、ランドセル来館事業で全ての児童の受け入れを行ってお

ります。 

  学童保育事業をさらに充実するためには、活動場所の確保、指導員等の確保及び増員、放課後子ども教室と

の連携が課題であると考えております。 

  今後の取り組みにつきましては、教育委員会と連携を図り、学校施設を活用しました取り組み及び指導員の

処遇改善、職場環境の改善に努めてまいりたいと考えております。 
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  また、平成27年度に放課後子ども教室と学童保育所の連携を３校で試行を実施し、平成28年10月以降に連携

を本格的に行うとともに、新たに試行の追加を予定しているところであります。 

  次に、保育士有資格者の確保の現状・課題・今後の取り組みについてでありますが、保育士有資格者の確保

の現状につきましては、当市が独自に実施しております保育士採用推進助成金が平成27年度は８件利用されて

おり、保育士確保に一定の効果を上げていると考えております。 

  また、認定こども園におきましては、平成28年度は２人分の保育士宿舎借上補助金の利用申請があるところ

であります。 

  今後の課題と取り組みでありますが、平成28年度も保育士採用推進助成金の有効活用を行うとともに、保育

士宿舎補助制度の保育事業者への浸透を図り、保育士の確保に努めてまいりたいと考えております。 

  次に、ハミングホールの指定管理者変更から２年が経過した現状・課題・今後の取り組みについてでありま

すが、２年間の成果や課題を踏まえ、音楽、演劇等の芸術文化の振興、市民の芸術文化活動の奨励・普及事業、

芸術文化活動を行う市民等の育成事業などに取り組んでおります。 

  課題につきましては、指定管理者として親しみやすく、また利用者の皆様に満足いただける運用に取り組ん

でいるところでありますが、アンケートなどを通じまして利用者の皆様からさまざまな御意見をいただいてお

りますので、今後も利便性の向上、事業内容の充実につながるよう努めてまいります。 

  今後の取り組みでありますが、市民会館の設置目的であります市民の芸術文化活動の振興を図るため、地域

におけます芸術文化活動の拠点として、市民の皆様が自主的に活動できる環境づくりをより積極的に支援し、

また生涯を通じて芸術文化に身近に接していただけるよう、さまざまな事業を行ってまいりたいと考えており

ます。 

  次に、特色ある公園整備基本方針を策定するに当たっての現状・課題についてでありますが、市では100カ

所を超える公園、緑地及びこども広場を管理しております。 

  その多くの公園等は整備してから25年以上が経過しており、再整備の必要な状況でありますことから、公園

施設の長寿命化のほか、特色ある公園整備基本方針を策定し、市民の皆様に今まで以上に親しまれる公園とし

て、更新や再整備を行ってまいりたいと考えております。 

  課題でありますが、特色ある公園整備基本方針（素案）に対するパブリックコメントにおきましては、多数

の御意見をいただいたところであります。基本方針に基づく実施につきましては、市民の皆様との話し合いの

場を設定した上で進めてまいります。 

  次に、特色ある公園の整備についてでありますが、特色ある公園整備基本方針策定時に実施しましたパブリ

ックコメントにおける御意見や、今後予定しておりますワークショップなどを参照して、地域のシンボルやコ

ミュニティ形成の場として整備することにより、地域の活性化の拠点としていただくとともに、日本一子育て

しやすいまちづくりの一環となるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございました。それでは、順次再質問させていただきたいというふうに

思います。 

  まず１番の保育園と学童クラブの待機児童対策ということです。 

  昨日の補正予算の中で大分質疑等ありまして、理事者のほうの、市側のお答えも大分聞けましたので、簡単
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に幾つかで次に移らせていただきたいというふうに思いますが、昨日は小規模保育事業等の設備とか運営の一

部改正ということで、保育中における朝夕の児童の少ない時間帯は、職員２人のうち１人は保育士以外でも可

能にするということであったり、また８時間を超えて開所するための必要な保育士については、市長が保育士

と同等の知識、経験を有する者ということで、そういった内容のものだったと思いますが、要は保育の受け皿

をつくっていくために、また部長のほうもはっきり御答弁されていましたが、今後市としては少子化を見据え

て認可保育園の予定はないということで、できる限りの対応をしていくということで恐らくこの一部改正の条

例があって可決したというふうに思いますが、改めてこの件、きのう部長、御答弁いただいたと思いますが、

いま一度その件で、要はその内容でこの提案をして可決いただいたということでよろしいのかどうかだけ、最

初お教えいただけますでしょうか。 

○子ども生活部長（榎本 豊君） 小規模保育が今後非常に投資もしやすいし、また撤退もしやすいということ

で、国のほうも非常に補助金をつけていただけるというようなとこがございまして、市のほうの施設整備に対

する負担も少ない、それから運営費、給付費ですけども、そちらにつきましても国の負担分も非常に多いとい

うところで、認可保育園などに比べると倍率、割合も少ないというところでございまして、国も非常に小規模

保育等を進めてるというところでございますので、今後、現在も認可保育園につきましては協議がございまし

ても市は設置をする、ふやす予定はないというところでお話しさせていただいてるところでございますけども、

小規模保育でございましたら、それぞれ条件はございますけれども、お話には乗るよというようなスタンスで

おるところでございます。 

  以上です。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。 

  市長答弁の中でも、待機児童は大変、10人を切ってるということでよく担当部としては御努力されてること

がよくうかがえるなというふうに思っております。 

  保育園の実際の待機児の現状と、その待機児対策の具体的な実施内容のもう少し詳細を教えていただければ

というふうに思います。 

○保育課長（宮鍋和志君） 詳細についてでございますが、現在待機児童は７人となっておりますが、保育の受

け入れ枠といたしましては、大和富士幼稚園の認定こども園への移行、こども学園の定員増並びに東大和早樹

保育園の小規模保育事業の移行等により、平成27年４月１日に比べて、28年４月１日は155人多くさせていた

だいております。 

  ただ、昨年の平成27年４月１日現在の時点では待機児童数は４人でしたので、残念ながら現在は３人増とな

っております。 

  具体的な実施内容及び今後の取り組みでございますが、今年度から保育コンシェルジュを保育課の窓口に配

置させていただいております。認可保育園のほか、認定こども園とか小規模保育、一時保育など、多様なサー

ビスを御紹介いたしまして、マッチングを図りながら保育園探しのサポートをさせていただく予定でございま

す。 

  また、保育定員の受け入れ枠の拡大につきましては、引き続き既存の保育施設の移転に伴う建て替え等を助

成するとともに、また昨日、御予算を御承認いただきました小規模保育事業、こちら連携施設を確保して、３

歳児の壁をつくらないようにしながら今後も推進させていただきたいと考えております。 

  以上でございます。 
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○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。保育園については昨日、大分やりとりもありましたのでよ

くわかりました。ありがとうございます。 

  認可保育園をこれ以上つくらないという一つの方針がありますので、その中ではできる限りの方針で年々解

消に向かって努力されていることはよく評価させていただきたいというふうに思います。 

  学童クラブのほう、ちょっと伺わせていただければと思います。 

  待機の現状と、それから対策、具体的な内容等ありましたら教えていただけますでしょうか。 

○青少年課長（中村 修君） 学童クラブの待機児童の現状につきましては、平成28年５月１日現在215名の待

機児童が出ております。昨年同時期に比べまして90名ふえております。 

  各クラブの詳細につきましては、昨年と比較も含めまして、第一クラブ、34名で11名の増、第二クラブ、90

名で28名の増、第三クラブ、３名で３名の増になっております。第四クラブにつきましては16名の増減があり

ました。増減はありません。済みません。第五クラブにつきましては21名で21名の増、第六クラブ、３名で３

名の増、第八クラブ、15名で８名の増、第十クラブ、20名で７名の増、桜が丘クラブ、14名で10名の増となっ

ております。 

  同様に、今後の取り組みにつきましては、昨年と同様に、全ての待機児童をランドセル来館事業で６カ所、

全ての児童館及び２つの学校施設において受け入れを行っております。 

  ここ数年、待機児童が多く、空き店舗の活用も検討したこともございましたが、建物の耐震性、スペース並

びに経費等をなかなかクリアすることができずにランドセル来館事業としまして、教育委員会の理解と協力に

より学校施設を活用した経緯がございます。 

  今後当市の行動計画による学校施設を活用した取り組みを行ってまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。 

  215名の待機児童ということで、長年、恐らく、今御答弁ありましたとおり、空き店舗であったり、またさ

まざまな市内でスペース等あれば確認しにいったりと御努力されてる姿もよく拝見させていただいております

が、やっぱり最終的には、先ほど課長の御答弁ありましたとおり、学校施設にやっぱりお願いしていくしかな

いのかなっていうのは、我々会派としてもいつもその思いは強いばかりでございますので、特に御答弁は教育

委員会のほうで要らないのですが、やっぱり学校施設を活用した取り組みというのが学童クラブの今後の待機

児童の解消にはどうしても必要でございまして、なかなか青少年課と、それが教育委員会の中に入ってればな

かなか取り組みやすいのかもしれませんが、ハードルが少し高い部分も散見される部分がやっぱりありますの

で、215名という待機ですので、今後もふえていく可能性も当然ありますし、また時代のニーズが恐らく学童

クラブに今多いんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ、教育委員会に要望だけですが、今御答弁あ

りましたとおり、学校施設を活用してやっぱり取り組んでいかないと、もうなかなか解消というのは難しいな

というふうに思っておりますので、そのあたりぜひ前向きに捉えていただいて取り組んでいただけますように、

それはお願いしたいというふうに思います。 

  また、学童さんも、また保育園もそうですが、有資格者ということの確保がやはりいつも課題になるという

ふうに思います。前回も予算の中でそういうお話もありましたが、保育士の有資格者の確保と認識、また必要

数等、今後恐らく学校施設も使っていく中で、多くの保育士の資格者がある方をまた必要とされるときが来る

んでないかなというふうに思いますが、有資格者の確保とその辺、必要数、そのあたりの認識をどのように捉
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えているか教えてください。 

○子ども生活部長（榎本 豊君） 学童保育につきましては、平成27年度から資格要件が非常に緩和されまして、

今までは保育士、さらに教員の資格がある方でありましたけども、それに加えまして、学部で体育とか教育学

で、教員持ってなくてもそちらを卒業した方、さらには児童福祉施設等で２年以上のキャリアがあるような方

も受験資格の中に含まれましたので、大分枠は広がったっていうところでございます。そちらのほうの広がっ

た枠を活用して応募してくる方も昨年度からおりまして、また採用されている方もおりますので、その点は今

後もその辺周知いたしまして、広く学童保育のほうに、嘱託員に応募していただけたらと思っております。 

  それから、保育園の保育士の有資格者の確保でございますけども、今後、今までは何とか定員に見合うだけ

の保育士の数は、各施設、法人等の御努力により確保していただいているところでございますけども、これか

ら定員ので弾力化等で定員を超過して受け入れる場合等の保育士、どれぐらい必要なのかというところが各施

設、法人がこれから計画をするというところでございますので、どれぐらいの保育園の保育士の有資格者が必

要になるかというところは、現在でははっきり申し上げられないところでございますけれども、今後もその確

保に向けまして、ハローワークがやっております社会福祉法人、それから保育園等の就職相談会等で、新卒、

それから転職、それから全国で七、八十万人いるという潜在保育士の掘り起こし等に寄与していただければよ

ろしいかと思っておりますので、市のほうも積極的に施設、社会福祉法人等に参加を促していきたいなという

ふうに思ってるところでございます。 

  さらに、市長のほうでも答弁ございましたけれども、本年度も保育士採用助成金、30万円が限度でございま

すけども、ことしも10人分の予算をいただいておりますので、こちらの積極的な活用もお願いするとともに、

今年度から新たに予算をいただきました保育士の宿舎の借り上げ制度、こちらのほうも活用していただいて、

広く保育士を活用していくための、活用していただくよう、事業者のほうに周知を徹底いたしまして、さらな

る保育士の確保に努めてまいりたいと考えてるところでございます。 

  以上です。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。 

  そうですね、ごめんなさい、学童クラブに関しては臨時職員等で確かに２年以上という時間数だったかな、

働いた方も試験を受ける資格があるということで、臨時職員で頑張ってる職員の方も多くいらっしゃいますの

で、優秀な方にはぜひそういったものを説明して受けていただいて、学童クラブの充実に、やっぱりこれだけ

待機がいますので、教育委員会との連携がとれれば、それだけやっぱり学童の指導員の方、その方が必要にな

ってきますんで、今後ともそのあたりは積極的に目をつけて、優秀な臨時職員の方を含めてぜひ御対応いただ

ければと思います。 

  保育士のほうの対応も、前議会のほうでもお話ありましたとおり、今部長の御答弁ありましたとおり、積極

的にそれは対応していただいて御努力いただければというふうに思います。 

  最後ですが、政府与党は、全ての子育て家庭が希望を持って子育てしやすい社会づくりをしていくために、

既に、25年４月だったですかね、待機児童解消加速化プランというのを打ち出して、女性の活躍を全力で推進

して保育の受け皿の確保に重点的に取り組んで、また受け皿ベースは２倍以上にはなっておりますが、いまだ

に保育園等の利用が困難な場合もあり、待機児童の問題については特命チームをつくり、当面の待機児童対応

だけでなく、今後働きたいというニーズにも十分対応できるような受け皿の拡大を政府与党は図っております。 

  保育士の人材確保のための処遇改善であったり、３歳児の壁の解消であったり、待機児童の保育園入園が決
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まるまでの間の一時預かりサービスの提供であったり、ことしから始まっておりますが、我が市も保育コンシ

ェルジュの設置の推進だったり、企業主導型の保育園の開設など、全て子育て家庭が希望を持って子育てしや

すい社会をつくっていくために、待機児童問題への取り組みをさらに加速させていくということでうたわれて

おりますので、国や都の動向をぜひ担当部としても注視をしていただきまして、積極的な取り組みをこの場に

て御要望させていただきますので、ぜひ引き続き御対応いただきますようよろしくお願いしたいというふうに

思います。 

  待機児童対策については以上でございます 

  次、ハミングホールの指定管理者のほうに移らせていただきたいというふうに思います。 

  指定管理者から変更があってから２年が経過したというふうに思います。指定管理者の選定委員会というの

がつくられていたというふうに思いますが、プレゼン等、恐らくさまざまな経過を経て今の事業者になったと

いうことがあると思いますが、それの最大の要因、また具体的な引かれた、例えばここがよかったよというこ

とがあって変わったというふうに思うんですが、その辺の事業内容も含めてぜひ詳細を少し教えていただけれ

ばというふうに思います。 

○企画財政部参事（田代雄己君） ハミングホールの指定管理者選定につきましては、指定管理者選定委員会の

ほうで行いました。書類審査のほか、プレゼンテーションを行ったり、そして視察も行って今回は選定をさせ

ていただいております。 

  選定した大きな要因でございますけれども、本来、文化活動ということで、文化芸術事業の推進ということ

が大きな目的でありますけども、それ以外に商店会や商工会との連携を含めた地域の活性化、あるいは観光へ

の寄与など、その辺の総合的な企画力がすぐれてるというふうに感じました。また、お客様に対しますおもて

なしの精神など、サービスの姿勢なども評価して選定をしております。 

  また、具体的な提案としましては、地域を盛り上げるためということで、市内の商業施設や商店街での音楽

祭を開催すること、またハミングホールの来場者のリピート率を上げるということで、やまとカードの特典を

ハミングホールのほうで活用するような、そういう取り組みも検討するような提案もございました。 

  また、環境づくりということで、市内のアーティストによります市内の学校や多摩湖などでの出前コンサー

トの開催など、そういう形で文化芸術活動に触れる機会を環境づくりということでするというような提案もご

ざいました。 

  以上でございます。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。 

  25年の第２回定例会の40号議案の資料というものが当時我々議員に皆さんお渡しされて、少し厚目の資料だ

ったというふうに思いますが、スクウェアＰＲＯＪＥＣＴということで、独自事業に関する提案というものが

あったというふうに思います。総務委員会のほうに当時付託をされました。 

  その際に、企画財政部のほうの御答弁の中でも、特に多くの方が感じていらっしゃるのが、その前までの指

定管理者の方が非常に地域に、皆さんに溶け込んで、そしてまたさまざまな、館長みずからがいろんな団体に

も登録をされ、そして出向いて、皆さんとともにコミュニケーションをしてるという光景が実は多々見られた

というのは、すごくその認識が皆さんあったというふうに思います。 

  総務委員会の中でも、たしか議会の中でもありましたが、これまでの、要は前指定管理者について特別に大

きなふぐあいがあったわけではなく、今回、指定管理を受けてる新しい団体が魅力的な提案をしていただいた
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と。それで、例えば先ほどお話ありましたとおり、ＪＴＢのグループですかね、旅行会社のグループであった

というふうに思いますが、そういうとこからチケットが購入できるだとか、先ほどもお話ありましたが、商工

会を巻き込んだ地域活性化事業などの取り組み、要は今後の東大和市の地域の活性化につながるんだというこ

との視点を踏まえて、決して前事業者が悪いということではなくて、よりいいものを提案していただけるんで

ないかということで指定管理の選定委員会もそれで推挙したということがあります。 

  確かに我々もお話聞いてたときに、事業計画の例として、学校スクエアリングコンサートであったり、同じ

く多摩湖のスクエアリングコンサート、それから東大和ミュージックフェスタですかね、音楽祭、それからハ

ミングアートフリマ、それから東大和の物産市だったり、またコンシェルジュ業務ですかね、それから先ほど

ありましたとおり、やまとカードと連携したポイントカードサービス、確かにその辺が目を引かれるものがあ

った、我々も、ああこういう提案をしてくれるんであればぜひ積極的に動いていただいてよかったなと思える

なということで、あのときも賛成をさせていただいたという経緯がありますが、実際、今先ほど企画のほうか

ら御答弁いただきましたが、独自事業に関する提案とすればそういう提案があったというお話がありましたが、

その中で、進捗状況がどうなのかということのその現状をちょっと教えていただきたいというふうに思いまし

て、お願いいたします。 

○市民生活課長（大法 努君） 事業提案の進捗、現状でございますが、提案のございました音楽祭につきまし

ては、平成28年度に地域企業、商店会などと連携した市内を会場とするイベントの開催に向け調整を行ってい

く予定でございます。 

  また、商店会や商工会と連携した事業につきましては、市内の和菓子職人の方を講師に迎え、地元マイスタ

ー講座を実施し、伝統文化に触れる機会を持ちました。 

  それからまた、映画会、ハミング・ザ・シネマでの連動企画として、上演演目、武士の家計簿にちなんだ内

容の軽食を特別販売したほか、成人式においては、新成人応援企画、ちょこっとイベントとして、地域の企業

と連携した取り組みを行いました。 

  それから、ハミングホールの施設利用者や自主事業来場者のリピート率向上に向けたサービスとしての取り

組み、やまとカード、ポイントカードサービスの連携につきましては商工会とは意見交換の場を持ったところ

でございますが、まだ実現に至っていないため、今後指定管理者において実現に向けて改めて商工会と協議し

ていく予定でございます。 

  指定管理者では、商工会や地域の方との連携を深め、産業、観光資源との連携に向けた取り組みを引き続き

行ってまいります。 

  次に、出前コンサートなどの開催を通して伝統芸術文化に触れられる環境づくりでございますが、平成27年

度におきましては、第五小学校におきまして５年生を対象にした狂言ワークショップを実施いたしました。小

学校体育館を会場に、体育備品を能舞台に見立て狂言の解説と上演を行い、育成事業を行いました。 

  今後の予定でございますが、平成28年度に市内の公園を会場にしての出前コンサートの計画をしております。

また、平成27年度に引き続き小中学校の合同音楽祭を開催し、大きな舞台に立つことの楽しさ、すばらしさを

体験してもらうほか、市内小中学校や依頼のあった施設を対象にアウトリーチ、出前公演の実施を予定してお

ります。 

  以上でございます。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。 
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  学校スクエアリングコンサートは、当時の指定についての資料の中で、当然ハミングホールを活動場所にし

てる市内在住・在勤のアーティストによる東大和の小中学校を対象にして学校に出向いて音楽のコンサートを

するということの提案があったというふうに思います。 

  それから、多摩湖スクエアリングコンサートは、東大和市の憩いの場所である多摩湖の湖畔を会場として、

市内在住のアーティストによるアウトリーチコンサートを開催しますということで、恐らく多摩湖の下、狭山

公園の堤体の下かなというふうに思うんですが、実現すれば当然すばらしい内容だというふうに私も思ってい

ます。 

  それで、当時の総務委員会の中で質疑があったんですが、当然、指定管理者なんで、５年間という契約の中

で、５年間の実績が試されるということでよろしいんですかという質疑の中で、実績については厳しいかと思

いますけれども、５年間である程度成果を出さないと、やはり住民サービスの向上のために指定管理者制度を

導入していますので、そこが効果だと思っていますので、その結果が出ない場合は、やはり幾ら市民から評判

がよくても外されてしまうというか、選ばれないということになるということの御答弁があったというふうに

思います。 

  独自事業の提案の中で、平成26年は実行期ということで業者から提案が出てます。ハミングホールを中心と

して独自事業を開催をしますと。平成27年から28年はニーズ分析、結果を分析して御希望に沿って独自事業を

再計画ということでうたわれております。29年から30年は独自事業をさらに拡大して、市内全地域を対象とし

て発展するということでこちらには記載があります。 

  また、商工会を巻き込む関係ですね、市内活性化の、こちらも提案書の段階では既に東大和商工会と協議の

開始を既にしておりますと。それからまた、音楽祭、東大和ミュージックフェスタの音楽祭に関しても、商工

会との連携と協働はぜひ必要ですので、もう既に調整というか相談をしてますということで書いてありますが、

もう既にことし３年目だと思うんですけれども、既に平成27年、28年度の評価の期間というふうにこれうたわ

れております。ニーズ分析、結果分析、御希望に沿って独自事業を再計画ということで、恐らく一番目玉だっ

たというふうに思うんですね、この商工会の地域活性化の部分と、それからこの音楽祭、それから、６個ぐら

いとても目玉があるんですけれども、目玉事業に、ごめんなさいね、目玉事業に何か取り掛かれなかった理由

っていうのが、ごめんなさい、何かあったんですかね、これは。やっぱり当然指定管理者として前事業者とは

違って、うちはこれだけのものを提案するからやらせてくれっていうことの思いがあったと思うんですけれど

も、そこになかなか取り掛かれなかったというのは何かあるんであれば、もうちょっと教えていただければと

いうふうに思います。 

○市民生活課長（大法 努君） 今議員のほうから御質問いただきました件につきまして、今ハミングホールの

指定管理のほうでも順次できるものについて商工会のほうと例えば詰めてございます。確かに最初に提案あっ

た内容につきまして、まだ不十分な、まだ目標としてる結論に至るまで調整がまだ時間かかっているというこ

とが今確認をされておりますので、順次その辺はまた市のほうからも順次適正に事務執行するように、計画ど

おりするように要請してまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。 

  ぜひ、恐らく目玉事業だった部分が少し停滞してしまってるというのは目についてだんだんくる時期ですの

で、ぜひ市のほうからも、残り期間が大変短いものですから、ぜひ課長のほうからもお話をいただいて、月１
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回ですかね、たしかハミングホールとの打ち合わせ会みたいなのがあるのは、ぜひその際もハミングホールの

皆さんと少しお話ししていただければというふうに思います。 

  利用者からの例えば要望であったり、市からの、市民からの苦情等が例えばそんなになければ、この部分っ

ていうのは、やってない事業っていうのは恐らくそんなに目立たなくなってくる部分も、そういう言い方はあ

れですけど、なるのかなという部分はあるんですが、少し若干その利用者からの要望、また利用してて市民の

方の満足度が余り得られてないというお話を少し伺ったこともあります。そうすると、やはり利用してる方々

は、こういったもの、また目安で、楽しみにしてたのになかなか取り組んでいただけないということが際立っ

てきてしまいますので、そのあたり、市民からの要望というのはどのようなものが多々上がってるのか、ちょ

っと教えていただけますでしょうか。 

○市民生活課長（大法 努君） 平成28年３月に継続的利用者及び団体との利用者懇談会を開催し、直接御意見

をいただく機会を設けました。その際にいただいた要望といたしまして、例えばホームページでの空き室状況

閲覧時間について、現行の午前９時から午後10時までのものを延長してほしい、ホール備品の貸し出し用車椅

子が１台では少ないのでは、複数台準備してほしい、子供たちに伝統芸能を伝える場としてハミングホールと

の協働事業を検討いただきたいなどの御要望をいただいたところでございます。 

  今後の対応でございますが、ホームページの空き室状況閲覧時間延長に関しましては、指定管理者において

引き続きシステム運営会社と協議していくこと、貸し出し用車椅子をふやすことにつきましては、社会福祉協

議会が取り組んでおります車椅子ステーションの活用により今後対応していくこと、市民団体とのハミングホ

ールとの協働事業につきましては、今後伝統芸能関連事業としてオール事業、ワークショップ、アウトリーチ

企画などを実施予定なので、市民団体との皆様との協働事業も検討していくとの考えで今後指定管理者は取り

組んでまいる予定でおります。 

  以上でございます。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。 

  市民からの苦情という部分についてはいかがでしょうか。指定管理者の平成27年度の報告書、見させていた

だきました。ここに書いてある以外にも恐らく、これは別に隠してるわけでも何でもないんでしょうけども、

全てでない、少し聞いてる部分と違う部分もありますので、利用者を含む市民からの苦情等というのはどうい

うものが上がってるか教えていただけますでしょうか。 

○子ども生活部長（榎本 豊君） 利用者を含む市民の皆様からの苦情でございますけれども、お客様の対応に

つきましては改善傾向にあるけど、まだまだ市民会館は使わせてあげているとかといった感じの言葉が管理者

のほうから出てくるとか、職員と話しづらくなったとか、施設を使いづらくなったというのは御指摘を受けて

いるところでございます。 

  以上です。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。 

  ＪＴＢのグループさんですので、当然接遇も含めて、当然プロの教育の方がいらっしゃる、大手企業ですか

ら、我々もそこに期待をして当然取り組んだというふうに思っておりますし、またこの指定管理者に変えるこ

とを了解したわけですから、実は、やっぱりたくさんの独自事業の企画というのは我々も夢を持って楽しみに

してます。 

  片や、要は利用者懇談会の中でも出てるとおり、この接遇の部分含めて、そのグループはグループなんだけ
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れども、どの程度の接遇を受けて、またその対お客様ということの意識をどの程度持った方が派遣されてるの

かなというのが少し不思議に感じる部分がやっぱりあります。やはり市から毎月１回お話があるので、また恐

らく、コミュニケーションは理事者の方もよくとられてるというのは私拝見したこともありますので、懇切丁

寧に恐らく御説明されて、努力されてる姿も見てますので、ぜひ平成28年度の評価期ということで、ちょうど

真ん中に入りましたんで、ここで何とか改善をしていただいて、せめて目玉企画だけでも、恐らくこれ、全部

できるのかなというのがあれですけれども、やっぱり変えてよかったなと思えるものを幾つかぶち上げていた

だかない、次のときになかなか我々も、議会にかけていただいたときになかなか気持ちよく協力するというこ

とになかなか至らない部分も出てきますので、ぜひ担当部として、恐らく課題等はもう長年恐らく見えてると

いうふうに思いますし、市民の声も伺ってるというふうに先ほど部長のほうの御答弁でもありましたので、ぜ

ひそのあたり取り組んでいただきたいというふうに思いますが、最後に少し御答弁いただければと思います。 

○子ども生活部長（榎本 豊君） 指定管理者の接遇というのは、全職員が外部の講師を招いて実施してるとい

うような報告は受けてるところでございますけども、その接遇の研修を受けて、それを実践するというのは職

員それぞれでございますので、その辺には引き続き市民の皆様からもこういう声があるということを真摯に受

けとめて、やはり実践していただくというのが大事かなと思っております。 

  それから、まだまだ、提案している中で、取り組んだもの、取り組み中のもの、それから未着手のものがご

ざいますけれども、蜂須賀議員のほうからもおっしゃるとおり、ことしは５年間の指定管理期間の中間年の年

ということで、ある程度の成果を出さなければならないというところとは我々も認識してるところでございま

すので、その辺の考え方、計画等も含めまして、ことしはより一層連携を深めて、意見交換、情報交換は進め

ていきたいというふうに考えてるところでございます。 

  以上です。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。 

  なかなか御答弁しづらい部分もあったかもしれませんが、我々本当期待してますので、ぜひ何かの機会に、

理事者の皆様も、また部長以下含めて、ぜひ相手の指定管理の方のモチベーションも一生懸命上げて取り組ん

でいただくように御協力いただけるようにお話ししていただければというふうに思いますので、よろしくお願

いいたします。 

  ハミングホールの指定管理については以上です。 

  最後です。 

  東大和市の公園整備基本方針についてということでお伺いをさせていただきたいと思います。 

  前議会、28年３月、東大和市特色ある公園整備基本方針ということで、我々議員にも資料の提供がありまし

た。またパブリックコメントも実施をされたというふうに認識をしております。 

  現状における市内の公園の現状と課題、基本方針を策定するに当たっての経緯について、先ほど市長答弁で

もお話ありましたが、改めて詳細を少しお伺いさせていただければというふうに思います。 

○環境部長（田口茂夫君） 現在の公園の状況、課題につきましては、市長から先ほど答弁がありましたように、

現在環境部で100カ所以上の公園などを管理してございます。その多くが整備後25年以上経過しておりまして、

そこに設置をしております遊具などが老朽化が進んでいる状況にあるとともに、旧態的なものとなっておりま

す。そのようなことから、市民の皆様からもさまざまな御要望等をいただいている状況でございます。 

  このようなことから、地域のシンボルやコミュニティ形成の場としての活用ですとか、市が今取り組んでお
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ります子育て日本一を目指すための子供たちの遊び場などといたしまして、個性を持った公園の再構築に向け

て策定することとしたものでございます。 

  以上です。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。 

  この間の整備基本方針の資料、我々自民党もよく拝見をさせていただきました。大変我々は夢があってよい

なというふうな認識を持っております。当然市長を応援する与党ですので、できる限り、これが市長の思い、

また理事者の思いが入ってる計画であれば協力をしたいというふうに思っておりますので、２月の頭ぐらいだ

ったですかね、パブリックコメントが行われたのが。このあたり、私も20件未満ですかね、御回答あったとい

うふうに思いますが、思うところがある回答が多かったかなというふうに認識しております。あの回答はこう

いうふうに想定というか、こういう回答来るかなということは認識があったのかどうか、また内容についてど

ういうふうにお考えになってるかをちょっと教えていただけますでしょうか。 

○環境課長（関田孝志君） 特色ある公園整備基本方針（素案）に対するパブリックコメントにつきましては、

平成28年２月８日、月曜日から３月８日、火曜日まで実施いたしました。 

  ここの間に多くの御意見が寄せられ、市民の皆様の関心の高さがうかがわれたのかなと。またその多くの意

見で実のあるものになったのかなというふうに考えてございます。 

  このほとんどが狭山緑地に関するものでございました。市といたしましても、狭山緑地を保全し、後世に残

していくという考えにつきましては理解をし、大いに共感するというところではありますが、しかしながら、

保全を行いながら市民の皆様を初め市外の方々にも活用をいただきたいというふうに考えてございます。この

財産、市の活性化につなげていけたらなというふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。 

  その中で、奥のほうのページだったと思いますが、特色ある公園をテーマに設定するということで、５つで

すかね、設けられてるというふうに思ってます。このテーマを設定するに至った経緯をちょっとお教えいただ

けますでしょうか。 

○環境課長（関田孝志君） テーマの設定につきましては、市内の公園の状況、こちらを精査し、市にないもの、

また社会情勢、またこれまでの市民皆様の御要望を踏まえ、総括した中で本テーマというような形にさせてご

ざいます。 

  以上でございます。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。 

  中にも主要な拠点となる公園テーマはというのがあったというふうに思っております。そちらの至った経緯

を少しちょっと教えていただけますでしょうか。 

○環境部長（田口茂夫君） 主要な拠点となるテーマの設定の経緯等でございますけども、当市の面積は多摩湖

を除きますとおよそ10キロ平方メートルと大変コンパクトな自治体でございます。また、市内の公園の多くは

大変面積が小さいものが多いという状況でございます。 

  このようなことから、一つの公園に数多くの機能を持たせるということがなかなか難しい状況でございます。

そのようなことから、個々の公園の特性、特色というものを持たせ、それぞれを市内に点在させることでまた

市内を散策いただく、そのようなことで、市内全域を活用するというふうな考えの中で設定をさせていただい
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たということでございます。 

  以上です。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。 

  もう最後にしますが、実はこの内容を少し口頭でいろんな地域の方とお話ししたことがあります。パブリッ

クコメントの件まではちょっと言わなかったんですが、パブリックコメントも恐らく、ある団体の方々の意見

が多いかなというふうにはちょっと認識を私も捉えました。やっぱり主要な拠点となる公園のテーマで、展望

台のある公園だったり、音楽堂であったり、スポーツのできる公園であったり、魅力的な遊具であったり、水

遊びができる公園ですね、このあたり、やっぱり我々世代も含めて若い世代の親御さんたちは大変興味を持っ

ていただいて喜んでいただいてる方が非常に多かったかなという認識がちょっとあります。 

  片や、もうすごく前の話らしいんですが、東大和公園のあそこが何か宅地だったかな、何か森を伐採してっ

ていう計画が本当大昔あったそうです。あのときに、あれを残すために運動された方があの地域にはたくさん

いますので、その方たちからするとどうなのかなというふうに思ってる方もいます。ただ、未来に残すもので

すし、またそういう意味を込めれば、またあわせて、これはただ担当部がつくったわけじゃなくて、間違いな

く理事者の思いが入ってる部分が強いというふうに私も思いますので、それには過分な協力をしていきたいと

いうふうに私も思っておりますので、当然テーマ実現のためには、先ほどもお話ししましたとおり、ぜひ協力

させていただきたいのですが、最後に理事者なり、副市長なり、その考えとこれの御決意をちょっとお聞かせ

いただいて終わりたいというふうに思いますので、お願いいたします。 

○副市長（小島昇公君） 冒頭、市長からもお答えをさせていただいておりますが、やはり少子高齢化の中で、

東大和市が30年後、50年後、元気な市でいられるための大きな施策といたしまして、日本一子育てしやすいま

ちづくりというのを市長は大きなテーマとして掲げてございます。その一つの柱として、今回の特色ある公園

づくりというのも考えてございます。 

  そういった意味で、今お話しをいただきました北の地域に大きな緑が残っているというのも、過去の先達の

いろいろな努力によって残っているという史実でありますし、東京都にある市としまして、利便性はあって、

なおかつ環境がいいというのもそういう成果でございます。ですから、それも当然残す中で、先ほど御質問者

からお話がございました子育てをする世代のお母さんたちの意見を承りますと、非常につくってから時間のた

った公園のためになかなかいい遊具がないとか、水遊びができないとかっていろんな意見を承ります。そのた

めに、遊びにいくのに近隣の市に行かなければできないというような御意見もいただいております。その中で、

やはりできれば、大和に若い世代の人に移り住んできていただきたい、そして住んでる人には大和っていいな

っていうのを実感をしていただくために今回の特色ある公園を考えてございます。 

  そういった意味でいいますと、若い世代もそうですし、高齢の皆さんがふえていくわけですから、遠くへ行

かなくても近くでお話ができたり、ほっとできるような空間もこの公園の中には当然考えてございます。そし

て、やはり住んで、憩いの場所が、過去は近所の縁側でお話ができたり、いろんなことができたという状況も

ございますが、今の社会状況でなかなかそういうことございませんので、住んでいる家の近くで子育ての方が

一緒に話ができたり、高齢者同士がお話しができたりといったところを幅広い人々に享受していただける施設

づくりをしていきたいと。 

  そういった意味で、いろんな今回柱を掲げてございますので、勢い全部というわけにはいきませんので、市

民の方々、議会の議員の方々のいろんな意見をいただきながら、試行も含める中で今年度から早速進めていき
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たいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございました。 

  さまざま今副市長から御答弁いただきました。やっぱり子育て世代にとっては、今副市長が言ったとおり、

そういった部分で魅力ある東大和にしていくためにも、私がこのお話をさせていただいたときに、やっぱり若

い子育て世代のお母さんたちは非常に目を大きく広げて、ああそういう計画があるんですかみたいなことで喜

ばれてる方が多いかなという印象はあります。 

  また先ほど、70代以上の諸先輩方ともお話をしましたが、自分たちの世代とやっぱり考えが違う部分もある

けれども、やっぱりやっていくのは次世代の世代だから、いいものをつくっていいものを残してほしいという

思いで進めてもらいたいということがやっぱりありましたので、いろんな意見が当然パブリックコメントでも

ありましたけれども、あると思いますが、粘り強くきちんとそこを御説明いただいて、御納得いただいて、後

世に残るすばらしいものをつくっていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思

います。じゃ市長、最後にお願いいたします。 

○市長（尾崎保夫君） いろいろとお話を聞かせて、御質問いただいたわけですけども、私が考えてるというか、

将来に残るようなということで、まずはその公園ということでありますけども、やはりこれからは地域に合わ

せたそれぞれの公園にテーマというか、それぞれのものが必要ではないかなと。要するに新しい地域づくりの

ポイントにもなるんだろうというふうに思ってございます。 

  それから、市内各所にやはりそれぞれテーマを持った、あるいは特色を持った公園を配置する、そういうふ

うな点、それからもう一つは、今も東大和の真ん中あたりに緑道が通ってますけども、それぞれの公園の場所

をそういうふうな散策路というか、線でつなげていくということ、そして、東大和には、私どものほう、もと

もと狭山丘陵ということ、それから空堀川も整理されてきているということでありまして、そういった意味で、

これからの将来、高齢化、そして子供たちということをトータルで考えますと、従来の公園のあり方、特に広

場あるいはそういう場、そして防災空間としての整備という関係から、どうしても憩いという部分が抜けてい

るんではないかなというところも感じているところでございます。子供の遊び場としての機能はしていますけ

ども、やはり高齢者あるいは若い世代、恋人同士が憩える場所がないというふうな思いもございます。 

  そういった意味で、先ほど言った市内全体を見渡していきますと、歴史や文化遺産、そして空堀川とか貯水

池、都立の自然公園等を東大和に、これらをうまくつなげることによって公園が生きてくるんではないかなと

いうふうに思ってございます。 

  これらを再構築することによって、まち全体が潤いと安らぎのあるまちにできるんではないかなというふう

に考えてございます。 

  そういった意味では、東大和が目指す人と自然が調和した生活文化都市という意味での公園整備というか、

全体の整備というのは、そういう方向には合致した方向で行ってるんではないかなというふうには思ってござ

います。 

  長い構想になりますけども、これから20年になるか、30年になるかわかりませんけど、ただそういう方向に

向かっていくということはいいんではないかなというふうに私自身は考えて、少しずつではありますけども、

そんな形で進んでいければというふうに思っているところです。 

  以上です。 
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○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございました。やっぱり市長のお考えと思いを今お伺いすることできま

して本当によかったです。ありがとうございます。 

  担当部としても、今市長のお話ありましたとおり、これから取り組んでいくこと多いと思いますが、ぜひ御

努力していただければというふうに思います。 

  以上で私の一般質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（関田正民君） 以上で、蜂須賀千雅議員の一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

午前１０時５６分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前１１時０６分 開議 

○議長（関田正民君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 根 岸 聡 彦 君 

○議長（関田正民君） 次に、10番、根岸聡彦議員を指名いたします。 

〔１０番 根岸聡彦君 登壇〕 

○１０番（根岸聡彦君） 議席番号10番、自由民主党の根岸聡彦です。通告に従い、一般質問をさせていただき

ます。 

  まずは、４月16日に発生した熊本地震でお亡くなりになられた方々に哀悼の意を表し、被災され、今なお不

自由な生活を強いられている方々に対しお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたしま

す。 

  さて今回、大きな項目として３点質問させていただきます。 

  まず初めは、東大和市の防災体制の整備についてであります。 

  さきの熊本地震の発生を受け、東日本大震災とは異なった観点での防災、整備のあり方あるいは避難所対応

のあり方等が全国で検討されつつあります。それに関連し、当市において、東日本大震災を受けた教訓から既

にさまざまな対応がとられていることは十分承知しておりますが、今回の熊本地震を受けて新たに取り組みが

必要となった点、今までの取り組みをさらに強化しなければならないと感じている点等につきまして、以下、

市のお考えを伺いたいと思います。 

  ①自助・共助・公助について。 

  ア、自助・共助・公助のあり方として、今回の熊本地震から得られた教訓は。 

  イ、今後の課題と整備すべき体制は。 

  ②広域避難場所について。 

  ア、広域避難場所の運営のあり方は。 

  イ、今後望まれる設備と体制は。 

  続きまして、２番目は３市共同資源物処理施設についてであります。 

  市のごみ行政につきましては、平成26年10月１日から有料化が始まりましたが、その前後からごみに対する

市民の関心が高まっている感があり、多くの方々から３市で運営されている施設が今後どうなっていくのか、

それによって市民のごみが適正に回収されるのかといった声が寄せられております。 
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  そこで、３市共同資源物処理施設につきまして、以下、お伺いをいたします。 

  ①東大和市のごみ行政における施設の位置づけについて。 

  ア、施設整備の経緯は。 

  イ、施設に関する市としての評価と現在の課題は。 

  ウ、施設に関連したごみ行政に対するビジョンと将来の展望は。 

  そして、第３は東大和地区交通安全協会についてであります。 

  東大和地区交通安全協会に関しましては過去の一般質問で何度か伺ったことがありますが、先般４月９日に

ハーレーダビッドソンによる交通安全パレードが、ヤオコーを出発し東大和市駅前、青梅街道を通り、富士見

通りを通って戻ってくるというパレードが開催されましたが、そのときに市の職員が一人も来られていなかっ

たということから、市と警察、協会との連携が現在どのようになっていて、どのような方向に進んでいこうと

しているのか、また交通安全協会の現状をどのように認識しておられるのか確認をしたいと思い、以下、お伺

いをさせていただきます。 

  ①市が認識している組織の活動内容と実績について。 

  ア、現在の活動状況は。 

  イ、市としての評価は。 

  ②交通安全協会の今後の展望について。 

  ア、市が描くビジョンは。 

  イ、今後の課題は。 

  壇上での質問は以上とし、再質問につきましては、御答弁も踏まえまして自席にて行わせていただきます。 

〔１０番 根岸聡彦君 降壇〕 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 初めに、防災体制の整備についてでありますが、今回の熊本地震から得られた自助・共

助・公助のあり方の教訓でありますが、このたびの地震は震度７という大きな揺れの連続発生や、強い余震の

多発と長期化など、これまでの内陸型地震では過去に例のない地震であったと言われております。 

  このため、震災対策につきましては新たな検証が必要でありますことから、自助・共助・公助につきまして

も改めて研究する必要があると認識しております。 

  次に、今後の課題と整備すべき体制についてでありますが、今回の地震では、支援物資が輸送拠点で滞留し

被災者になかなか届けることができないことや、罹災証明の発行の遅滞などさまざまな課題が報道されている

ところであります。 

  今後検証作業の結果などをもとに、新たな課題や体制等について検討してまいりたいと考えております。 

  次に、広域避難場所の運営のあり方についてでありますが、広域避難場所は、大地震等の災害発生時に火災、

その他の危険から避難者を保護するため、必要な面積を有する大きな公園や広場を指定しております。当市で

は上仲原公園、桜が丘市民広場、都立東大和南公園の３カ所を広域避難場所としております。 

  広域避難場所の運営におきましては、余震や延焼火災などがある程度おさまるまでの間、避難されている

方々へ必要な情報を提供し、その後、避難所などへの誘導が重要であると認識しております。 

  次に、今後望まれる設備と体制についてでありますが、広域避難場所はあくまでも発災直後の一時的な避難

場所として利用されるものであり、長期間にわたる滞在を想定しているものではありません。また、避難場所
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としての利用後は、大規模救出活動の拠点や応急仮設住宅建設用地などへの活用が予定されております。この

ため、基本的には広域避難場所は一定以上の広さが求められるものであります。 

  次に、（仮称）３市共同資源物処理施設の施設整備の経緯についてでありますが、３市共同資源化事業は今

後もふえ続けると見込まれる容器包装プラスチック等について、排出抑制や資源化基準の統一を図り、焼却施

設の更新を視野に入れた資源化施設の整備と、不燃粗大ごみ処理施設の更新を図るものとして検討を始めたも

のであります。 

  検討を進める中、小平・村山・大和衛生組合理事会において、事業を推進するための合意等を行い、具体的

な計画を検討する組織を設置してまいりましたが、平成22年６月、当市において施設建設の受け入れが不可能

であることの決定以降、事務が中断しておりました。 

  その後、小平市及び武蔵村山市との検討を経て、説明会を実施し、平成25年８月、施設の整備は焼却施設等

の更新に向け重要な課題の一つとなっていることから、３市における将来の廃棄物処理を円滑に進めることを

重視し、容器包装プラスチックとペットボトルの２品目について共同処理することを３市市長及び衛生管理組

合管理者が説明会で表明したものであります。 

  次に、施設に関する評価と現在の課題についてでありますが、廃棄物処理施設は市民生活上必要不可欠であ

り、発生抑制を図った上でも排出される廃棄物は資源化を拡大していくことが求められます。 

  そのような中、施設の整備を共同化することで建設コストの削減や３市の資源化基準の統一が図られること

から、リサイクルへの寄与は大きいものと考えております。 

  課題としましては、施設整備地域連絡協議会を初め、地域の皆様の理解を得ることが必要と考えております

ことから、４団体で一致し市民の皆様の理解を得てまいりたいと考えております。 

  次に、施設に関連したごみ行政に対するビジョンと将来の展望についてでありますが、小平・村山・大和衛

生組合は昭和40年２月に設立され、50年が経過しております。 

  今後につきましても、構成市３市の枠組みのもと、処理量の縮減に努めることとした（仮称）新ごみ焼却施

設等の更新を行い、国の環境基本計画に示されています天然資源の消費の抑制と環境負荷の低減を目指した持

続可能な循環型社会の形成を目指してまいりたいと考えております。 

  次に、東大和地区交通安全協会の活動状況についてでありますが、交通安全協会につきましては、春と秋の

交通安全運動や交通安全講習会、警察署及び市との連携事業、そのほか市が主催するイベントでの交通整理な

ど、広報啓発活動を初めとする交通安全にかかわります広範囲に担っていただいていると認識しております。 

  次に、活動内容の実績についてでありますが、交通安全協会のさまざまな活動は、交通安全意識の普及啓発

に大きな役割を果たし、平成26年には警視総監賞を受賞されるなど、交通安全に対する功績として高い評価を

受けており、交通事故防止など、地域の交通安全に大きく貢献していると考えております。 

  次に、今後の展望についてでありますが、市民の皆様が安全で安心して生活できる交通環境を築くため、交

通安全協会、警察署、市の連携によります交通マナー向上などの取り組みにより、交通安全意識の高揚を図っ

てまいりたいと考えております。 

  次に、今後の課題についてでありますが、交通安全協会はさまざまな活動を通して交通環境の改善に寄与し

ております。 

  今後も効果的な活動を継続できるよう、協会自体の体制が維持され、警察署及び市との連携が図られること

が重要であると考えております。 
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  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○１０番（根岸聡彦君） 御答弁ありがとうございました。 

  それでは、再質問に入らさせていただきます。大項目の順番で行っていきますが、その中の中項目、小項目

につきましては順不同となる場合がありますので、あらかじめ御承知いただきたいと思います。 

  まず防災体制の整備についてでありますが、東日本大震災以降、市としてさまざまな防災体制を整備してき

たと思います。市長答弁の中で、自助・共助・公助につきましても改めて検討していく必要があるとありまし

たが、具体的に何をどのように検討をしていく必要があると感じているのでしょうか。 

○総務部参事（東 栄一君） 自助・共助・公助について、今後どのように取り組んでいくのかということでご

ざいますが、現行の地域防災計画は、東日本大震災の検証を踏まえまして新たな被害想定に修正し、その対応

策などを盛り込んで計画として定めたものでございます。 

  東日本大震災では、世界最高水準と言われた日本の地震学会の想定を大きく超える被害がもたらされました。

今回の熊本地震でも震度７の強い揺れが２度も発生するなど、想定を超える事態が発生してるところでござい

ます。 

  具体的な検討につきましては、今後の国などの検証結果を踏まえて行うこととなりますが、現時点で考えら

れる検討項目としましては、共助として地域での防災への取り組みへの強化、それから自助としては食料等の

備蓄の周知徹底などが挙げられると考えてございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 今後検証作業などをもとに新たな課題や体制等について検討してまいりたいとの御答

弁がありましたが、東大和市の防災計画は東京都のそれに準拠してつくられていると思うのですが、その防災

計画とは別に東大和市独自の検証を行い、必要な手だてを講じていくという理解でよろしいのでしょうか。 

○総務部参事（東 栄一君） 今回の熊本地震では、地震の原因や災害対策上の課題や問題点など、テレビ、新

聞などによりさまざまな観点から報道されてるところでございます。 

  ただ、被害想定の見直しの有無や、それからこれに対応する対策のあり方など、これは国による本格的な検

証はこれから進めるものだというふうに認識しております。基本的には、東京都の対応に準拠して検証作業を

進めることになります。もちろん、市としましては、これまでの報道で得られた情報や派遣した職員からの現

況報告などによりまして対応が可能なものがあれば順次取り組んでいく考えでございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 災害への対応というものは、災害が発生してから考えるのでは意味がないと思います。

さまざまな状況を想定しながら、その対応の仕方を研究していくことが肝要であると考えるのですが、現在防

災に関するマニュアルの整備はどのように、そしてどの程度進められているのでしょうか。 

○総務部参事（東 栄一君） 防災に関するマニュアルの整備につきましては、これまで発災初期職員行動マニ

ュアル、それから東大和市避難勧告等の判断・伝達マニュアル、また教育委員会では学校防災マニュアル等を

作成してきております。それぞれ関係者等の意見を踏まえて作成してまいりました。 

  今後は、避難所管理運営マニュアルをもとにしまして、各避難所の実態に即した簡易なマニュアルを関係機

関と協議しながら策定していく予定でございます。 

  以上でございます。 
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○１０番（根岸聡彦君） 災害が発生した後の二次災害の防止、これも極めて重要な防災体制の整備であると思

います。二次災害といいましても、地震の後の土砂崩れとか、液状化現象とか、そういったことではなく、被

災された方々の被災後の安心・安全の問題、例えていうなら、避難所に避難してきた方々が自宅に残してきた

財産をどのように保全するのか、避難所に避難してきた方々に対する心のケアをどうしていくのか、そういっ

た問題があると思います。 

  ５月16日に熊本市教育委員会は、被災した子供の心身への影響を調べるために市内全137小中学校の計６万

1,039人を対象にアンケートを行った結果、カウンセリングが必要と思われる児童・生徒が3.5％、2,143人に

上ったと発表されました。また、避難所の子供たちが総体的に粗暴になっているという報告も上がっておりま

す。こうした報告は東日本大震災においては余り表に出てこなかった問題であるというふうに思います。 

  そして、避難所で過ごしている女性に対しての性的虐待の問題も今回の熊本地震ではニュースとして取り上

げられていたというふうに記憶しております。避難所の中で、若い女性の方が生理用品をもらいに行きたいが

恥ずかしくて行けない、そういった細々とした個々の事例に対してどのように対応していくのか、さまざまな

ケースを想定し、それについてどのように対処していくのか、そういった想定問題集ならぬ想定対応集のよう

なものを書きためて蓄積をさせていく必要があると思いますが、こういった点についてはいかがお考えでしょ

うか。 

○総務部参事（東 栄一君） 災害が発生した後の二次災害の防止、いわゆる心のケアの対策や、女性を初め、

高齢者、障害者など、要配慮者に対するきめ細かな対応は大変重要な課題であると認識してございます。 

  避難所を開設することになりますと、それぞれの避難所で避難所管理運営委員会というのを設置しまして、

きめ細かな配慮や相談体制を整えていくことになってございます。具体的な対応理念につきましてはさまざま

な団体で作成・発行されているものがありますので、これらの情報収集に努めてまいりたいと考えてございま

す。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 今回の熊本地震において特徴的と感じられることに、避難所に寝泊まりをするのでは

なく、自家用車の中で生活をする方が多くいらっしゃるということがあります。そういう方々に対する対策と

して、今後進めていかなければいけない対応策、どのようなことがありますでしょうか。 

○総務部参事（東 栄一君） 今回の熊本地震では、強い余震がおさまらず長期化したことから、本来なら自宅

に戻って生活していた住民の方々が、その不安のため、自家用車で寝泊まりしてたケースが多かったように感

じられました。車中泊はエコノミー症候群など健康管理上さまざまな問題を抱えていることから、まずは避難

所の利用を促すことが必要だと考えます。 

  それでも車中泊を選択する方々につきましては、車中泊における健康上の留意点の説明や運動を奨励したり、

また車中で生活する家族だけの閉じたコミュニケーションにならないような対策が必要なのではないかと考え

てございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） もう一つ、ニュースで問題になった点として、避難所で排出されるごみの処理という

問題があります。 

  避難所生活をしていてもごみは排出されるわけであり、処理業者が収集活動できないために各避難所のそば

にごみが山積、山積みされているといった報道もされたことがありますが、ごみの収集あるいはし尿処理とい
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った観点での対応策について考えていることがあれば教えてください。 

○総務部参事（東 栄一君） 災害後に発生するごみにつきましては、現行の地域防災計画におきまして、市民

などによる分別の徹底と集積可能な場所に設けられた臨時集積所の排出、ごみ収集運搬につきましては、委託

業者と協議をして生活ごみなど衛生上速やかな処理を必要とするごみを優先をして収集体制活動を行うなどの

対応が示されてるところでございます。 

  また、災害時のし尿処理につきましては、清瀬水再生センターに対して直接搬入することができますよう、

東京都下水道局流域下水道本部と災害協定を締結してるところでございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） ありがとうございます。 

  広域避難場所についてですが、広域避難場所におけるその利用後は、大規模救出活動の拠点として考えられ

るとの御答弁があったと思います。 

  大規模救出活動の拠点として、どのようなことが行われるのでしょうか。 

○総務部参事（東 栄一君） 発災直後に広域避難場所に一時的に避難した方々が、その後自宅に戻ったり、避

難所に移動したりすることになりますが、大規模災害の場合につきましては、例えば広域避難場所として指定

されている都立東大和南公園、こちらなどにつきましては、大規模救出救助活動拠点として自衛隊、警察、消

防などの部隊のベースキャンプとして活用されることになってると認識してございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 大災害が発生した後には、市内の道路が寸断され、車による移動が制限されるという

ことも想定されます。 

  現在市が指定している東大和南公園は、平成21年度に災害時ヘリ緊急着陸場として予定され、平成22年に整

備が完了していると認識しておりますが、現在東京都の間でその活用方法等について何らかのやりとりという

ものはあるのでしょうか。 

○総務部参事（東 栄一君） 東京都では、発災時の都立公園の運用を円滑に行うため、東京都防災公園震災時

利用計画の策定を進めてるところでございます。 

  都立東大和南公園につきましても震災時の利用計画が検討されてるところでございまして、市の地域防災計

画などについての情報提供等を行ってるところでございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 東大和南公園のトラックの内部であれば、大型の救助ヘリの発着も可能になるという

ふうに推察をいたしますが、東京都の防災計画において今後さらに整備をしていく予定等があれば教えてくだ

さい。 

○総務部参事（東 栄一君） 防災公園としての整備につきましては東京都の建設局が所管しております。所管

部局に確認しましたところ、東京都が策定している長期ビジョンに基づきまして順次整備を進めていくという

ことで、具体的な整備内容につきましては確認ができませんでした。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） わかりました。 

  平成21年度の総務委員会所管事務調査において、東大和南公園におけるヘリサイン等の現地視察を行ってお

ります。その際に、ヘリコプターが発着する際の目安となるいわゆるＨマークについての説明が行われている
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と思いますが、現在どのような状況になっているのでしょうか。 

○総務部参事（東 栄一君） 災害時にヘリポートに想定されている陸上競技場内のゲートボール場です。こち

らにＨマークは現在はありません。ヘリサインは震災が発生し救援に駆けつけた際に目的地がわかりづらい場

合の目印となるものでございますが、都立東大和南公園につきましては目的地がわかりやすく、離着陸場が視

認しやすいということでＨのマークはないとのことでございました。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 東京都西部公園緑地事務所のホームページを拝見いたしますと、都立公園の避難場所

としての機能を強化するために、夜間でも避難者を誘導できるソーラー式の入り口表示灯や路面誘導灯などの

整備を行うとともに、防災トイレの整備等を順次進めていきますというふうな記載があります。 

  広域避難場所におけるマンホールトイレの設置状況について、現状どのようになっているのか、また将来展

望をどのように描いているのか、市の考えをお聞かせください。 

○総務部参事（東 栄一君） 広域避難場所におけるマンホールトイレの設置状況についてでありますが、現在

市で広域避難場所として指定している上仲原公園、桜が丘市民広場、それから都立東大和南公園のうち、市が

管理している上仲原公園と桜が丘市民広場につきましてはマンホールトイレを整備済みでございます。都立東

大和南公園につきましては災害用トイレを東京都が整備してございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） ありがとうございます。 

  先ほど防災に関するマニュアルの整備状況について伺いましたが、広域避難場所の震災時における応急対応

マニュアルというのはどのようになっているのでしょうか。 

○総務部参事（東 栄一君） 東京都の防災公園に位置づけられた公園につきましては、先ほどの答弁で、発災

時の都立公園の運用を円滑に行うため、東京都防災公園震災時利用計画の策定が進められると申し上げました

が、この利用計画の中で、東大和南公園の震災時応急対応マニュアルについても検討されていると認識してご

ざいます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 広域避難場所としての機能をさらに拡充するために何が必要になるというふうに認識

をしておられるでしょうか。また、それらを実現させるために東京都に対して働きかけを行っていることがあ

れば教えてください。 

○総務部参事（東 栄一君） 広域避難場所として災害時対応のための機能強化の充実といたしまして、非常用

発電設備、それから照明の設備、情報提供等設備、それからそういったものの防災関連施設の計画的な整備を

今後要望していきたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） ありがとうございます。 

  今回の熊本地震は、５年前の東日本大震災に比べて犠牲者も少なく、また範囲も限定的であったことなどか

ら、報道される量は格段に少なかった印象がありますが、東日本大震災とは異なった教訓を与えてくれた地震

であったのではないかと思料いたします。 

  むしろ、津波の危険がないこの東大和においては、熊本地震で被災された方々からより多くを学び、近い将

来起こるであろう大地震に備えていく必要があると考える次第であります。 



 

－56－ 

  マニュアルの整備は、事が起こってから用意するのでは遅過ぎます。非常食や日用品の確保も重要な防災活

動ではありますが、震災発生後、被災した市民の人間としての尊厳がしっかりと守られる体制を整えるべく、

適切な対策を講じていただくことを強く要望いたします。 

  また、広域避難場所、特に東大和南公園のヘリポートにつきましても、東京都と連携しながら、いざという

ときにしっかりと機能する施設として維持管理が行われるよう要望し、最初の質問を終了いたします。 

  次に、３市共同資源物処理施設についてであります。 

  まずは、３市共同資源物処理施設の建設計画はいつから始まったのでしょうか。そして、それはどのような

位置づけだったのでしょうか。歴史的な経緯、背景について御説明いただきたいと思います。 

○ごみ対策課長（松本幹男君） 市長の答弁とも重なる部分もございますが、経緯等につきまして説明をいたし

ます。 

  ３市共同資源化事業は、排出抑制や資源化基準の統一等を図り、焼却施設の更新を視野に入れた資源化施設

の整備と不燃粗大ごみ処理施設の更新を図るものとして、平成15年度から検討が始まりました。 

  平成15年度から平成16年度にかけまして、３市が共同で施設を建設し資源化事業を行うこと、また施設の整

備は現在の小平・村山・大和衛生組合の敷地に集中することなく、東大和市の用地を借用することなど分散整

備すること、こちらの必要性があることなどが検討をされ、平成17年度の衛生組合の理事者会におきまして、

東大和市暫定リサイクルセンター用地を借用することが確認をされました。 

  平成18年度からは、具体的な検討を進めるため、衛生組合に計画課の組織を設けまして、平成18年９月発行

の組合広報紙えんとつ、こちらにおきまして３市共同資源化等に関する調査を進めますということの住民周知

を行いました。 

  その後、平成19年度に入りまして、地域住民や市民に対しまして３市共同資源化等に関する調査報告会を開

催し、平成19年12月の衛生組合理事者会におきまして、３市共同資源物処理施設の建設につきましては現在の

東大和市リサイクル施設用地を活用することなどが確認をされたものであります。 

  その後、住民周知を図るため、出前講座の実施とあわせまして、市民懇談会の立ち上げを行い、計12回の会

議を経まして、平成21年３月に３市共同資源化推進市民懇談会報告書をまとめました。 

  21年度以降につきましては、３市共同資源化事業に関する住民説明会は要望に応じまして実施に努めてきた

ところでありますが、当時の市議会や衛生組合議会、こちらへの陳情などの状況を踏まえまして、平成22年６

月に、３市共同資源物処理施設建設の受け入れが不可能であることの決定についてを市として庁議決定した状

況にあります。 

  現在につきましては、焼却施設の更新に向けての重要な課題の一つとして、６品目の処理から２品目の処理

施設という形で変更を行いまして、現在４団体で確認するとともに、当市における将来的な廃棄物処理を円滑

に進めることを重視いたしまして、周辺住民の方々に丁寧な説明を行いまして、その事業の理解を得るため、

４団体で一致して取り組んでいるという状況にございます。 

  長くなりましたが、以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） ありがとうございます。 

  そういった施設が建設できる用途地域というのはどのようなものなのでしょうか。 

○ごみ対策課長（松本幹男君） 資源物処理施設につきましては工場という形になりますので、用途地域につき

ましては原則工業地域に建設をしていくということになりますので、工業地域の場所ということになります。 
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  以上です。 

○１０番（根岸聡彦君） そういう施設が建設できる用途地域、工業地域ですが、これは桜が丘地域以外、市内

にどこにあるのでしょうか。 

○ごみ対策課長（松本幹男君） 東大和市内の工業地域ということで、桜が丘以外ということになりますと、立

野３丁目の一部区域、そして立野４丁目の全域、上北台３丁目の一部区域となっております。 

  以上です。 

○１０番（根岸聡彦君） 工業地域という用途地域はいつから指定をされているのでしょうか。また、その用途

地域に指定された場所にはどのような建物が建設可能となっているんでしょうか。 

○都市計画課長（神山 尚君） 工業地域の指定についてでございますが、昭和18年８月には旧都市計画法のも

とで市域南部の一部が工業地域に指定されてございます。 

  また、工業地域に建築可能な建物といたしましては、工場はもちろんのこと、住宅や店舗、遊技場などがご

ざいます。建築基準法には、工業地域に建築してはならない建築物として、学校、病院、ホテル、旅館、映画

館などが規定されておりますが、ここに規定されているもの以外は建築可能でございます。 

  以上です。 

○１０番（根岸聡彦君） 工業地域には高層マンションも建設できるということですが、マンションの建設に際

して、市はどのような説明を業者のほうにしていたのでしょうか。 

○ごみ対策課長（松本幹男君） 現地見ていただくとおわかりのように、近接した場所に現在市としてのリサイ

クル施設がございます。そのようなことから、市の一般的な資源物処理を桜が丘２丁目で実施していることに

つきましては、当時業者にはお伝えしているものと思っております。 

  また、平成17年の小平・村山・大和衛生組合理事者会におきまして、東大和市のリサイクル施設用地が借用

される、後に平成19年の確認においてはそれを活用していくという流れになっておりますので、そういったと

ころを踏まえまして、このような事業があるということは口頭でお伝えしているものと考えております。 

  以上です。 

○１０番（根岸聡彦君） マンションを販売するに当たっては、当然のことながら、販売業者によって購入者に

対して契約の際の重要事項の説明において当該地域に工場等が建設できる用途地域になっているということは

説明されていると思うのですが、その点についてはいかがでしょうか。また、マンションの購入者に対して、

行政の側からそういった施設がある、できる、つくられる可能性があるといった周知活動は行っていなかった

のでしょうか。 

○ごみ対策課長（松本幹男君） 用途地域の点でございますが、こちらにつきましては一般的に不動産売買とい

うことになりますので、そこの地域を知らないで購入するということは通常は考えがたいと思いますので、工

業地域であるということは、購入者の方におかれましては存じ上げてるのではないかというふうに考えており

ます。 

  また、周知活動という点でございますが、この事業が平成15年度からの検討というふうになっております。

しかし、当該マンションにつきましては平成16年の秋ごろから順次入居しているというような状況がございま

すので、なかなかその入居時までの間に住民説明というのは、当時はなかなか実施ができていなかったのかな

と思われますが、平成19年度の当時を振り返りますと、３市共同資源化等に関する調査報告会というのを組合

広報誌えんとつ、また市報におきまして実施する旨の周知を行っているところであります。当時の記録を見ま



 

－58－ 

すと、住民の方49名ほど参加をいただいてるということの記録もございます。 

  また、その後の状況といたしまして、平成20年４月に実施しました３市共同資源化事業に関する住民説明会、

こちらのほうも開催してるというような記録がありまして、当時、衛生組合で市民懇談会の設置を検討してい

たということもありまして、その市民懇談会の委員の選出についても当該マンションのほうにお願いしてると

いう状況にございます。 

  市民懇談会につきましては、公募の委員６名含めた13名の全体の委員をもって構成されまして、平成20年５

月に設置されているというような状況にございます。 

  以上です。 

○１０番（根岸聡彦君） ごみ処理施設等のいわゆる迷惑施設と呼ばれているものはもとより、住民に対して生

活上何らかの影響を及ぼす可能性がある施設を建設する際には住民への周知が不可欠であると思うのですが、

今回の場合、その住民周知はどのように行われてきたのでしょうか。 

○ごみ対策課長（松本幹男君） ３市共同資源化事業に関する説明会を初め、出前説明会、こちらの窓口を小

平・村山・大和衛生組合のほうで設けまして、いつでも組織市３市があわせてそこの出前説明会には参加でき

るような窓口の設置を行っているところであります。 

  そのほか、協議会設置にかかわる準備会、基本構想案の意見交換会など、必要な情報の提供とあわせまして

周知に努めてるとこでございます。また、施設整備地域連絡協議会、現在も進めているわけですが、こちらに

つきましては平成26年２月に第１回の会議を開催いたしまして、現在まで延べ30回程度開催しているところで

ございます。引き続きこちらのほうにつきましては実施をしてまいりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○１０番（根岸聡彦君） 現在地域連絡協議会には20の団体が参加していると伺っております。当初は44のマン

ション管理組合や自治会に案内をされたとも伺っておりますが、地域連絡協議会に参加していない24の団体に

ついて、行政はどのような対応をとっているのでしょうか。またそれらの団体の状況、反応はどのようなもの

なのでしょうか。 

○ごみ対策課長（松本幹男君） 地域連絡協議会へ参加されていない団体につきましては、４団体や衛生組合が

作成しました報告書や計画書、こちらをその団体の代表者へ個別に配付をしているところであります。また、

その配付の際に、参加されてない団体の方からの代表の方からお声を聞いてるわけですが、大きく施設建設に

反対であるといったようなお声はいただいてない状況にございます。 

  以上です。 

○１０番（根岸聡彦君） 現在地域連絡協議会を通じてさまざまな協議がなされていると思われます。市長答弁

の中でも、地域住民の皆様の理解が十分に得られていないというふうにありましたが、行政と住民の意見が異

なっているというのはどういった理由からなんでしょうか。 

○環境部長（田口茂夫君） 大きくは２つあるというふうに考えてございます。一つは施設を建設する立地の場

所ですね、もう一つにつきましては、公設で施設を建設するということにおける必要性に関する点であるとい

うふうに考えております。 

  ４団体といたしましては、この場所につきまして、粗大ごみ処理施設の更新事業との調整を図ること、また

衛生組合の現在の敷地面積に限りがあるため、なかなか新しい施設をつくることができないということで、組

合の用地に集中することなく、分散整備をせざるを得ないという状況にあるというふうに考えているというこ
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と、また事業用地につきましては、都市化が進んだ小平市、武蔵村山市、東大和市３市におきましては、住宅

の近接が避けられない状況であるということもございます。 

  東大和市の現在の暫定リサイクル用地につきましては、現状リサイクルが行われているということでござい

ます。また、その利用形態におきましても、現在計画している内容とは大きく変わるものではないということ、

廃棄物の収集における効率性を考慮いたしますと、３市の中間的な位置にあることなどが大きな要因になって

るというふうなことで私どもとしては説明しております。 

  また、事業の必要性につきましては、焼却施設の更新を視野に入れていることからも、今後も引き続きこの

ごみの焼却施設のほう、こちらの更新を組合用地を基本として検討していることから、今まで以上に小平市中

島町を周辺とした地域住民の理解、協力が必要となります。このために焼却するごみ量を減らし、新しい焼却

施設の規模を最小限にすることが必要であると。そのことによりまして地域住民の方々への配慮をすることが

大変重要になるということで考えております。また、共同で新しい施設を建設することによりましての経済性

なども説明をしております。 

  しかしながら、これらの説明をさせていただいておりますが、理解を示していただいている方もおられます

けども、理解が得られていない方々もおられるという状況でございます。 

  以上です。 

○議長（関田正民君） ここで午後１時30分まで休憩いたします。 

午前１１時５３分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 １時２９分 開議 

○議長（関田正民君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○１０番（根岸聡彦君） それでは、午前中に引き続いて再質問をさせていただきます。 

  過去に、この施設建設に関する質問の中で寝屋川病に触れた質問をされた議員もいらっしゃいましたが、今

回建設を予定している施設はそういった病気を発症させる危険性を持ち合わせているのでしょうか。寝屋川病

での施設運営と寝屋川病の発症に関し、その実態はどのような関連性を持ち、現在どのように考えられている

のか御説明ください。 

○環境部長（田口茂夫君） まず、健康被害につきましては、私どもとしては発生しないであろうという施設で

あるというふうに考えております。 

  この理由といたしましては、現行予定しております資源物処理施設につきましては、処理対象となります容

器包装プラスチック、このものに関しましては、主に家庭から収集するものである、家庭で使われているとい

うふうなものですね、また国に定める方法により処理を実施しておりまして、また処理方法は全国にいろんな

形の焼却施設と一緒に施設があったりですとか、いろんな形態はありますけども、全国に多く稼働している施

設であるというふうなことというふうに考えております。 

  また、今議員からお話がありました寝屋川にございます施設に関してでございますが、住民の方がのどの痛

みなどのアレルギー反応的な症状を訴えた形で、その理由が廃プラスチック処理の施設から排出される化学物

が原因であるという形での主張の中で行われております。裁判のほうも行われておりまして、一審の判決では、

この寝屋川地域で使っております４市の組合、この組合の施設、また並びにこの隣接する民間施設の稼働によ

って、住民側が社会の一員として社会生活を送る上で受忍限度を超える侵害があったということは認めること
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はできないというふうな形で第一審の判決が出、控訴審が行われております。こちらにつきましては請求を棄

却した原判決につきましては相当であって、控訴はいずれも理由がないということから棄却するということで

結審となってございます。 

  また、国の機関でございます公害等調整委員会、こちらにおきましても平成26年11月に裁定が行われており

まして、因果関係はないというふうな棄却の裁定が行われてございます。 

  私どもといたしましては、地域住民の方々の健康被害への懸念を払拭するために、協議会におきましてさま

ざまな勉強会ですとか説明等行わせていただきまして、施設の対応といたしましても、周辺住民の方々に十分

配慮したものという形で臭気やＶＯＣ対策についても対策を講じるというふうなことを考えてるところでござ

います。 

  以上です。 

○１０番（根岸聡彦君） ありがとうございます。 

  現在計画をしている３市共同資源物処理施設ですが、この計画がもし廃案になった場合、どのような事態が

発生するんでしょうか。 

○環境部長（田口茂夫君） 私どもとしましては、この計画を進めていきたいという考えのもと、当市としまし

ても、引き続き３市の枠組みの中でこの廃棄物の中間処理を行っていくことを前提に考えてございます。 

  この計画につきましては焼却施設の更新を見据えたものとなってございます。このことから、焼却施設の更

新などに影響が出るのかなというふうに考えるところでございます。 

  焼却施設につきましては建設からもう既に30年が経過してございまして、施設の延命化の工事ももう既に実

施をしてございます。現在の計画の中では、平成36年まで現施設を使用していこうというふうなことになって

ございます。 

  また、小平市におきましては、この資源物処理施設の建設ができない場合は、全ての廃棄物処理につきまし

ては各市で対応を検討することになるというふうなことを施設整備地域連絡協議会等でも発言がされておりま

す。 

  以上です。 

○１０番（根岸聡彦君） 確かに、ごみにつきましては各自治体ごとに自区内処理が原則になっていると思われ

ます。東大和市の場合、その財政を含めた規模から、単独処理でなく、一部事務組合を形成し、複数市の共同

によって処理をする道を選んだものというふうに推察をしておりますが、仮に全てのごみ処理を東大和市単独

で行った場合、施設整備にかかるお金、維持運営にかかる費用はどのくらいになるのでしょうか。 

○ごみ対策課長（松本幹男君） 東大和市が単独施設でごみ焼却施設を設置するとなった場合の経費でございま

すが、東大和市の平成26年度の可燃ごみと不燃ごみ、こちらの合計の量がおよそ１万6,310トンというふうに

なっております。こちらの１万6,000トンからの焼却施設を設置するとなりますと、日量当たりの処理能力が

60トンの施設が単純計算としては必要となると考えられます。日量60トンの焼却施設、こちらをつくるとなっ

た場合の単純試算といたしましては、平成26年度の廃棄物処理施設建設事業の受注動向、こちらの受注動向上

で計算いたしますと、日量50トンから100トン未満の施設を建設する場合、１トン当たりおよそ8,000万円かか

るというふうになっております。そちらから計算いたしますと、およそ48億円の建設費が必要となるというふ

うに見込まれます。 

  ただ、こちらの建設費につきましては、あくまでも施設の建設のみでございますので、建設に必要となりま
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す用地の確保、こちらについては含んでないものとなっておりますので、そういったものも別途必要になると

いうふうには考えております。 

  また、施設建設した後の維持費でございますが、基本的に日量50トンぐらいとなりますと、なかなか施設と

して効率的な運営がどうかという問題もあって、50トンから60トンの施設というのが今余りない状態です。か

つて、都内ではないんですが、他県において日量62トンの施設を稼働していたところの自治体に話を聞いたと

ころ、当時の年間の維持管理費は２億8,000万円ということでお答えはいただいておりますが、ただこちら、

施設の運営方法は、施設運営の委託の出し方によって経費が一概に単純比較はできないので、一つの参考とし

て、こちらはおよそ２億8,000万円ぐらいがかかるのではないかという試算はできるものです。 

  以上です。 

○１０番（根岸聡彦君） ありがとうございます。 

  現在小平、武蔵村山、東大和、この３市で一部事務組合を形成しておりますが、この組合が崩壊した場合、

東大和市から排出されるごみはどのような形で処理をされるのでしょうか。その手法、考えられる可能性につ

いて御教授ください。 

○環境部長（田口茂夫君） なかなか想定しにくい話でございますけども、一義的には、施設が確保できない場

合には、他の自治会が所有する焼却施設などへの搬入をお願いするようなことになるというようなことになる

かなというふうには考えてございます。 

  しかしながら、他の自治体に受け入れの協力を得るためには、当然その処理費用の負担とともに、当市とし

ての今後の方針なども説明をする必要があるというふうに思ってます。ただ、前提としましては、当然その受

け入れをいただく自治体の理解、またそれとともにその施設周辺の住民の方々の理解が必要となるというふう

に考えてございます。この点につきましては大変困難なものというふうには考えております。 

  以上です。 

○１０番（根岸聡彦君） その場合、幾らぐらいのコストが必要になるというふうに想定をされているのでしょ

うか。またその現在のコストに比べてどのようになるんでしょうか。 

○環境部長（田口茂夫君） 仮にということでの試算といいますか、事例の中で試算をしてみますと、現在多摩

地域の状況での判断になりますが、委託単価につきましては１トン当たり約５万2,000円程度を要するのかな

というふうには言われております。この金額も確かなものではございませんが、そのような数値と言われてお

りますけども、先ほど担当課長のほうからお話しをさせていただきました平成26年度の実績量で計算した場合、

およそ処理としては８億5,000万円ほどに委託料が必要になるかなというふうに思っております。 

  ちなみに、現在平成28年度の小平・村山・大和衛生組合の負担金、これは予算額で申しますと３億6,100万

円強というふうなことになってございますので、その数字から試算をしますとおよそ２倍を超える経費がかか

るかなというふうには思っております。 

  以上です。 

○１０番（根岸聡彦君） いろいろとありがとうございました。 

  最後に、理事者として、この３市共同資源物処理施設建設に対する思いを東大和市のごみ行政の将来展望と

あわせてお聞かせください。 

○副市長（小島昇公君） この３市共同資源物の処理施設、こちらにつきましては、東大和市のみならず、小平

市、武蔵村山市を含めた３市の市民が排出いたします日々の廃棄物の処理を適正に処理をするためにはなくて
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はならない施設というふうに考えてございます。市民生活の安全・安心、こちらに寄与していくためには、焼

却施設を含めてなければならない施設だというふうに認識をいたしております。 

  こちらの建設の計画が始まってから10年が経過をしているわけでございますが、全ての周辺の住民の皆さん

の御理解を得るという状況にはないということも理解はしてございますが、今ここでこの事業ができなくなる

ということは、当市に考えますと、８万6,000市民が排出いたします廃棄物が適正に処理をされなくなる危惧

を強く持っております。市民生活を脅かすことになるだろうというふうに考えております。 

  また、そのことが起きてしまうと、市財政も、先ほど御質問に答える形で答弁をさせていただいております

が、仮にということでいいますと、現状より倍以上かかりますよというふうな推計も出ておりますので、財政

的な負担も非常に大きいと。負担が大きくなるということは、廃棄物の処理に係る費用が多いということはパ

イがふえませんので、ほかにやらなければならない事業の執行にも大きな影響を与えてくるということを大変

危惧するというのが現状の考え方でございます。 

  最後に、繰り返しにはなりますけれども、地域の住民の皆様との対話につきましては今までも御答弁させて

いただいております。完全な御理解はいただけたとはいえないかもしれませんけれども、今後も引き続き地域

連絡会を通じて継続してお話はさせていただく。その中で８万6,000市民の生活を安定させるため、廃棄物の

行政をしっかりと確立させていくことが私どもに課せられた使命であるというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） ありがとうございます。 

  ごみ行政につきましては、常日ごろから多くの困難を伴って対応されていらっしゃることはよく認識をして

おり、日々の御苦労に対しましては深く感謝の意を表する次第であります。 

  毎日排出されるごみ、これが回収されなくなったら私たちの生活はどうなってしまうのか、想像を絶する事

態に陥ってしまう危険性があるようにも思えますが、先ほど理事者のほうから、８万6,000市民の生活を安定

させるために廃棄物行政をしっかり確立させていくことが使命であるという御答弁もいただきました。大きく

期待をしたいと考える次第であります。 

  今後も将来にわたり市民によって排出される廃棄物が適正に処理され、一方で、そのことによって市財政に

過度な負担がかかり、別な観点から８万6,000市民の安定した生活あるいはまた福祉の向上が脅かされること

のないように最大限の努力をお願いして、２つ目の質問を終了したいと思います。 

  ３点目、東大和地区交通安全協会についてでございます。 

  東大和地区交通安全協会の活動につきまして、さまざまなイベントにおける交通整理や広報・啓発活動を初

めとする交通安全にかかわる活動を広範囲に担っていただいているといった御答弁をいただきましたが、市と

協会の連携体制はどのような状況なのかを教えてください。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 東大和地区交通安全協会との連携についてでございますが、東大和警察署主導に

よるものと、交通安全協会と当市の３者での共催事業が大部分を占めてございます。 

  そのような中で、交通安全啓発活動におけます連携を例にしますと、交通安全協会では地域広報や会場設営、

また運営補助を行っております。東大和警察署では、全体調整、進行、実技指導、講話などを行ってございま

す。一方、市では、会場の確保や啓発用品の準備、また市報、ホームページへの掲載による情報提供などを行

っております。このように３者がそれぞれ役割を分担し、各事業を行っているような状況でございます。 

  以上でございます。 
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○１０番（根岸聡彦君） また、交通安全協会はさまざまな活動を通して交通環境の改善に寄与しているとも御

答弁をいただきましたが、交通安全協会は全くのボランティア団体なのでしょうか。それとも有償での活動を

されているんでしょうか。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 交通安全協会は各警察署単位に設置されてございまして、独立した組織でござい

まして、地域住民による交通安全のボランティア団体でございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 交通安全協会に対して、市のほうで何がしかの補助というものは行っているのでしょ

うか。もし行っているのであれば、具体的にどのような補助を行っているんでしょうか。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 市では、東大和地区交通安全協会補助金交付要綱に基づきまして、交通安全のた

めの広報活動に関する事業や交通安全教育に関する事業に対しまして補助を行ってございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 現在の東大和地区交通安全協会の構成員の数は把握されておりますでしょうか。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 構成員でございますが、会員でございますが、一般会員と賛助会員で構成されて

ございまして、平成27年度につきましては合計で2,043人、そのうち東大和支部は461人、武蔵村山支部は

1,220人となってございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 東大和市では461人という御答弁をいただきましたが、その方々の平均年齢は何歳で

しょうか。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 交通安全協会に確認しましたところ、東大和支部で役員等で活動している方々の

平均年齢は65歳ぐらいとのことでございました。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 市長答弁の中で、今後も引き続き効果的な活動を継続できるよう協会自体の体制が維

持され、警察署及び市との連携が図られていくことが重要であるというふうに言われておりますが、交通安全

協会の活動が安定的に継続されるためにも、協会の若返りを図る必要があると思われます。今の平均年齢は65

歳ということで、際立って高いということではないかもしれませんが、そういった対応について市はどのよう

なことができるのでしょうか。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 市におきましては、交通安全協会からの御依頼で過去に２回ほど市報に会員、こ

れは活動委員につきましてでございますが、会員の募集についてのお知らせを掲載した経過がございます。 

  現在ではホームページもございますので、市報、ホームページを含めましてお知らせができるのではないか

ということで考えてございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 交通安全協会に限らず、消防団等市民で構成する組織の多くで新規加入者の獲得が困

難である実態があるというふうに思います。市の職員や、これは若返りを図ることにはなりませんけれども、

シルバー人材センターに対して登録している方に加入のあっせんを行っていくという、そういったお考えはな

いでしょうか。 

○土木課長（寺島由紀夫君） まず市の職員についてでございますが、交通安全協会の活動を見ますと、活動日

全体の約６割程度なんですが、平日昼間の活動となってございます。そのようなことから、市の職員が平日仕
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事をしながら交通安全協会の活動に参加するのはなかなか難しいのではないかと思われます。 

  また、シルバー人材センターに対しての加入のあっせんということでございますが、市報等で、先ほども申

し上げましたように会員等の募集のお知らせは市で行うこともできますが、加入のあっせんにつきましては市

からではなく、交通安全協会のほうで行うことであるということで考えてございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 今回の交通安全協会の活動に対する市の関与が非常に低い印象があることから質問を

させていただいたわけですが、今後市と警察、市と東大和地区交通安全協会との連携を密にしていく上で、市

としてさらに力を入れていかなければならないことは何でしょうか。 

○都市建設部長（内藤峰雄君） 交通安全に対します各種事業につきましては、先ほど来御答弁差し上げてます

ように、警察署が主体となって取り組んでいるものでございまして、そこに各警察署に交通安全協会があり、

そのボランティアの活動として交通安全協会が携わっていただいております。そこに、市でも交通安全計画を

定めておりますので、市域全体の交通環境を整えていく、整備するハード的な事業とあわせて普及啓発といっ

たような活動にも参画していくことが必要だというふうに考えておりまして、一層の連携を図っていく必要が

あるというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 最後にですが、市が理想として描いている東大和地区交通安全協会との関連性、また

近い将来においてどういった交通安全協会の姿を描いているのか、また市との連携がどのような状態になって

いるのか、そのビジョンをお示しください。 

○都市建設部長（内藤峰雄君） 交通安全協会という組織自体がなかなか法に基づいてということではなく、ボ

ランティアで組織されてるといったようなところでの連携のとり方というのを今後きちんとしていく必要があ

るというふうに考えているところでございますが、全国組織である財団法人の東京都交通安全協会のほうは道

路交通法に基づく公安委員会が指定したものとなって活動しており、そことの連携も強めながら交通安全活動

をしているという実態もございます。 

  そのようなことを踏まえまして、東大和警察署及び私たちができることをきちんと役割分担をし、地域の交

通安全を図っていく必要があるというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） ありがとうございます。 

  交通安全協会の仕事というのは、冒頭市長からも御答弁をいただきましたように広範囲にわたるものです。

また、かつ相当な重労働でもあるというふうに認識をしております。会員の方々の高齢化、これは若い人を入

れていかないとどんどん進んでいくのが現実でありますので、どこかの段階でやはり若い人を可能な限り加入

を促進していく必要というのはあるだろうなというふうに思いますし、その点は行政も十分に理解をされてい

るというふうに拝察をいたします。 

  非常に難しい状況にあるということは十分認識しておりますが、可能な限りの手法を用いて会員の増強を図

り、組織の維持・拡大の道を探っていただけますよう要望させていただいて、今回の私の一般質問を終了させ

ていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（関田正民君） 以上で、根岸聡彦議員の一般質問は終了いたしました。 



 

－65－ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 中 野 志乃夫 君 

○議長（関田正民君） 次に、22番、中野志乃夫議員を指名いたします。 

〔２２番 中野志乃夫君 登壇〕 

○２２番（中野志乃夫君） やまとみどりの中野志乃夫です。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

  １番目、東大和市の観光事業についてであります。 

  ①東大和市観光事業のテーマ及び目標と課題は何かということであります。 

  基本的には、総合計画、市の中でもいろいろ基本方針等出しておりますけれども、現在時点での考え方をお

聞かせ願いたいと思っております。 

  ②として、産業振興課（商工観光係）による観光マップの成果と評価はです。 

  既に数年前から観光マップを出してつくり作成して市民にお配りしてると思いますけども、その成果と反響

はどうなのか。 

  ③、これは企画課による平和事業の成果と評価はということであります。 

  昨年、戦後70周年ということでいろいろなイベントがありました。東大和市はとりわけいろいろなイベント

に取り組んできたと考えておりますけども、それらに対する評価、それをお聞かせ願いたいと思っております。 

  ④として、社会教育課・郷土博物館の文化財マップ、てくてくあんない、というものが最近発行されました。

これは発行されたばっかなので、成果とか評価というのはなかなかないでしょうけども、少なくともこれをつ

くるに至った経過等を教えていただきたいと思っております。 

  ５番目として、観光事業に関して各課及び担当部署との連携はどうなっているのか、この点についてもお聞

かせ願いたいと思います。 

  ２として、ちょこバスの現況についてです。 

  ①として、ルート変更後の利用状況についてです。 

  この間、ちょこバスに関してはいろいろ議会でも論議といいますか、いろんな意見が出されておりますけど

も、現状、実際どうなってるのか教えていただきたいと思います。 

  そして②として、現状どう見てもうまくいってないのはたしかでありますから、やはり目的変更等の大胆な

改革をもう検討すべきではないのか、そういったことでの質問であります。市としてどう考えてるかをお答え

いただきたいと思っております。 

  この場での質問は以上です。 

〔２２番 中野志乃夫君 降壇〕 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 初めに、観光事業のテーマ及び目標と課題についてでありますが、当市においては、観

光を活用しました農業、商業、工業の統合的な発展を目標に掲げており、市民の皆様が集い、にぎわい、豊か

な暮らしを育む東大和を目指し、観光の振興に取り組んでいるところであります。 

  また、観光事業を進める上においては、より多くの方々に東大和へお越しいただけるような魅力のあるイベ

ントの開催や観光資源の整備が必要であり、そのためには観光資源の掘り起こしとまちの魅力を発信する取り

組みが重要な課題であると考えております。 

  次に、観光マップの成果と評価についてでありますが、東大和市観光マップの作成は、市内の観光資源をよ
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り多くの方々に周知すること、そして市内を散策していただくことを目的としました取り組みであり、毎年新

たな情報を加えた中で作成をしております。毎年度、全てを配付している状況等から、市の観光資源をＰＲす

る媒体として成果を上げていると考えております。 

  次に、企画課におけます平和事業の成果と評価についてでありますが、平成27年度の平和事業の成果であり

ますが、東大和市におけます戦争の体験を後世に伝えるために、戦争体験映像記録のＤＶＤ作品、沈黙の証言

者を製作し、平和市民のつどいや旧日立航空機株式会社変電所の特別公開などにおきまして上映を行いました。 

  また、平和市民のつどいにつきましては、平成27年８月15日の終戦記念日に開催するとともに、中学生によ

ります広島派遣事業報告会、平和記念キャンドルの点灯などの新たな事業も取り入れ、多くの方に御来場いた

だきました。 

  なお、評価でございますが、多くの市民の皆様に平和の大切さを伝えることができたものと考えております。 

  次に、文化財ガイドマップ、てくてくあんないの成果と評価についてでありますが、東大和市の文化財を巡

るてくてくあんないにつきましては、国の交付金を活用しました文化財等観光情報発信事業で、多言語表示に

よる文化財の案内看板設置とあわせて１万部を作成しました。現在当市に転入される皆様にお配りできるよう

準備を進めていますが、各国の大使館等にも配付しましたので、外国からのお客様の訪問にも期待をしている

ところであります。写真やイラストを多く掲載することで市内の特色ある文化財をわかりやすく表記できたと

考えております。 

  次に、観光事業に関する庁内の連携についてでありますが、イベント事業におきましては企業や団体の協力

を得て進めており、関連する関係課との連携をもとに調整を図っております。 

  また、キャラクターを活用しましたＰＲの推進としましては、平成27年度にエントリーしましたゆるキャラ

グランプリのＰＲ活動や、夏季のクールビズ期間中、キャラクターポロシャツの着用を推奨するうまべぇポロ

シャツの日の設定など、全庁的に協力・連携体制を進めております。 

  次に、ちょこバスの利用状況についてでありますが、平成27年２月にルート変更を実施しました。その後、

平成27年度の乗車人数は約12万4,600人で、前年度の95％、事前予測の約64％となっております。 

  次に、ちょこバスの目的についてでありますが、ちょこバスは、鉄道、モノレール、路線バスとともに市内

の交通ネットワークを形成する公共交通であります。今後も路線バスでは対応できない公共交通空白地域の解

消を主目的として運行を継続してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○２２番（中野志乃夫君） それでは、東大和市の観光事業についてから再質問させていただきます。 

  まずちょっと具体的なことでお聞きいたします。 

  テーマ、目標等は最後でちょっとまた質問させていただきますけれども、まず産業振興課のほうの観光マッ

プに関してですけども、これが一応お話では平成24年に5,000部作成してということで伺っておりますけども、

その後も追加で作成して配付というか、置いて市民にお配りしてるというふうには聞いておりますけども、実

際これまでどのぐらいの枚数配付していて、またその反響といいますか、そういう点はどうなんでしょうか。 

○市民部副参事（髙橋宏之君） 観光マップの発行状況についてでございます。 

  今お話ございましたとおり、平成24年度が5,000部を印刷をいたしまして、残部数は残っておりません。 

  平成25年度につきましては4,500部、平成26年度につきましては5,000部、平成27年度につきましては4,500
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部、このほかに別冊といたしまして神社・お寺編ということで、歴史的建造物を１冊にまとめたものを添付し

て配付をさせていただいております。26年度までの発行したものについては全てお配りをさせていただいてい

るという状況でございます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） 毎年、そうすると5,000部前後、一応印刷をして、これは配付方法というのは市役

所にとか、各公共機関に置くという形だけなんでしょうか。それで全部はけてしまってるんでしょうか。それ

の、先ほどちょっともう一点聞きたかった、それに対しての反響とか、どういう活用をされてるのか、その辺

はどうでしょうか。 

○市民部副参事（髙橋宏之君） 配付方法についてでございます。 

  配付につきましては、市の窓口、公共機関、公共施設ですね、そのほか各イベント会場などで配付をしてお

ります。そのほか、情報コーナー、あとガイドの際に参加者にお配りをするということで全て配付をされてお

ります。 

  当市の観光マップでございますが、ミウラ折りという特別なもので小さく畳める構造になっておりまして、

とてもポケットに入るサイズで使いやすいということで好評を得ております。他市などでは冊子タイプのもの

が多いんですが、持ち歩きには当市のマップが便利であるというふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） 確かに本当にコンパクトに小さくなるので持ち運びがしやすいし、それを持って市

内を散策するには大変よろしいかなと私もそう思っております。イラスト等もいろいろ入って、いってみれば、

そういった市内を巡るには大変いいとは思うんですが、ちょっと気になってるのは、実際このものが市民には

本当に十分周知されてるか、こういうものがあって、こういうものでいろいろ市内を散策するのは便利だとい

うのがどこまでわかってるかっていうのがちょっと正直疑問なとこもあります。つまり、たまたまこういうも

のが市内窓口なり公共機関に来て見てる人は当然そうなんですけども、実際無料でお配りをしてるわけですし、

もう少し市民の人に知らせるような工夫があっていいんじゃないか。あとは、本来、駅等で置くとあっという

間になくなっちゃうかもしれないんですけども、それはそれで、東大和市は観光に力を入れていろいろ見ると

ころがある、いろんな行事も行ってるということを知らせる上では、もっといろいろな多様、活用の仕方があ

ってもいいんじゃないかとは思っておりますけども、これ実際、どのぐらいの予算がかかってるんでしょうか。

その点はどうですか。 

○市民部副参事（髙橋宏之君） 済みません、決算額になってしまうんですが、実際4,500から5,000部つくって

いるんですが、73万円から79万円の間で各年度つくらせていただいている状況でございます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） それほど、これだけのものでも5,000部ぐらいでも、それぐらいの金額でできてる

わけですから、もう少しいろいろひと工夫していただきたいなという思いはあります。 

  それで、実際に市の計画の中では、産業振興課の中では、観光ガイドのボランティア育成などもしておりま

すけども、そちらの動きとしてはどういう計画を持って今進めてるのかもお聞かせ願いたいと思います。 

○市民部副参事（髙橋宏之君） 市の観光ボランティアガイドについてでございます。 

  平成24年度から、市民や来訪者へ市内の魅力を広めるために観光ガイドの養成をする目的で観光ガイド養成

講座を開催いたしまして、市の歴史的建造物や社寺、仏閣等の観光資源について学習をしていただいておりま
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した。 

  それで、平成27年度から、当市の歴史、文化、自然、特産品等の観光資源を案内する観光ボランティアガイ

ドを養成して市の知名度を上げ、好感度を上げることを目的に、東大和市観光ボランティアガイド設置要綱を

制定いたしました。今までボランティア養成講座を受けていただいた方にお声をかけまして、ボランティアガ

イドの登録をしていただいたというところでございます。 

  ボランティアガイドに登録していただいた方には、積極的にガイドをしていただくように機会の提供を行う、

そして、ガイド中に支障がないようにということでボランティア保険に入る、そして、学習機会を提供して、

ガイドの質、資質の向上を図るということを行ってもらっているというところでございます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） わかりました。 

  改めてまたちょっと質問するかもしれませんけども、続けて、企画課による平和事業の成果についてですけ

ども、これに関して、ＤＶＤに関しては私も大変高く評価したいと思っております。非常にいいものをつくっ

ていただいたと思っておりますし、あのＤＶＤがいろんなところで視聴されるといいますか、いろんな方の目

に触れて広がることが本当に、当市の戦災建造物ですけども、変電所とか東大和市の歴史とかを語る上でも、

知ってもらう上でも大変有効かと思っております。 

  ただ、問題といいますか、ちょっと気になってるのは、このＤＶＤ自身が販売はできない形なんですよね。

つまり、一定の公共施設で上映はできるけども、市民に本当に知ってもらうという形がなかなかとれない状況

であると思うんですけども、実際に今回ＤＶＤそのものは何本ぐらい制作されて、どういうとこに配った形に

なってるのかをまずお聞かせ願いたいと思います。 

○企画財政部参事（田代雄己君） ＤＶＤの制作の本数でございますけれども、日本語版の長いバージョンにつ

きましては45枚をつくらさせていただいているところでございます。 

  配付先ですけれども、市内の小学校、中学校、そして高校、そして図書館や公民館、博物館などに配付する

とともに、企画課の窓口等で貸し出し用に持ってるような状況になっております。そしてまた、出演者の方に

はお礼という形で配付をさせていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） 実際に昨年制作して、いろんな形で反響もあるかと思うんですけども、その辺では

何か特徴的なといいますか、こういう反響があったとか、そういった声はどうでしょうか。 

○企画財政部参事（田代雄己君） 私が聞いたお声としましては、市内であれだけ悲惨なことがあったというこ

とを知らなかったのでそれがわかってよかったというか、映像で戦争の悲惨さ、平和の大切さを理解すること

ができたということと、やはり変電所が今まで南公園にありますけれども、その変電所の歴史というのも理解

できたというお声を聞いてるところでございます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） 取り組みとしては私も大変ＤＶＤはよかったと思いますし、昨年の平和の市民のつ

どいのイベントなども大変いろいろ有効にできたと思ってます。 

  最近、多摩地域平和事業連絡会、26市の市長会の関連のところから戦後70年平和祈念誌というものができて、

昨年の東京多摩26市の平和事業の取り組みの紹介の冊子も出てきて、この中でも東大和市がいろいろ取り組ん

でるのが私は大変、東大和市が一番よく頑張ってるんじゃないかと、自画自賛ですけども、そう思えるような
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内容になってます。つまり、ほかの市の事業でも、結局東大和市の戦災変電所に見学にきたと、そういったこ

とが平和事業の一環で取り組まれたとか、そういう記述もあるぐらい、幾つかの市がやっぱり活用、うちの市

の戦災変電所を活用してる、そういったこともこの冊子の中で出てますから、やはりそれは大きな意味があっ

たと思ってます。 

  ただ、残念なのは、やはり先ほどもお答えがあったように、ＤＶＤはつくったものの、実際それしか配付で

きてないという現状なんですよね。これはちょっと確認の意味ですけども、販売することはこれはやっぱり不

可能なんですか。やっぱりいろいろ問題があるのか、その点はどうでしょうか。 

○企画財政部参事（田代雄己君） ＤＶＤの制作会社のほうに再度販売の可能性について確認したところでござ

いますけれども、現在中で使われている映像につきましては、資料映像という形で非営利で使う場合に限って

配信されているものをその映像の中に取り込んでおりますので、販売そのものは想定しておりませんので、そ

の部分で不可能だということになっております。また、ナレーター等の使用許諾につきましても、非営利に基

づかない契約の中で御出演いただいてるというようなことも聞いております。 

  いずれにしましても、そういう形で確認したところ、販売は無理であるというような回答を得てるところで

ございます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） 大変いい内容のものが販売はできないし、市民になかなか知ってもらうにはちょっ

と限界があるような感じも受けるんですけど、逆に言うと、販売できるようなものを再制作するとかが一つ、

それと、それ以外でしたら、無料で配っていいなら大量にいろんな形で配るってことは可能なのか、それはど

うでしょうか。 

○企画財政部参事（田代雄己君） 周知という形でありますと、ダイジェスト版というのをつくらせていただい

ておりまして、ＹｏｕＴｕｂｅというんですかね、東大和市の場合は公式動画チャンネルのほうから映像を流

させていただいておりますので、そのような形でも周知をしてるところでございます。 

  また、無料の頒布ということですけど、それは長いもののほうだというふうに思いますけれども、そちらに

つきましては、やはり不特定多数の方にそれを配るということは、やはり非営利としての活用できる資料映像

の性格上、今のところ困難であるというような回答を得てるとこです。私ども非常に残念な思いでいるところ

ではございますけども、そのような状況でございます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） ちょっと検討してるかどうかは別なんですけども、今先ほど言いましたように、こ

れは再度つくるといった場合、検討はされたことはありますか。つまり費用的なことも含めて、同様なものを

つくるということで、実際に販売もできたりとか、いろいろな形で検討されたことはあるのか、どうでしょうか。 

○企画財政部長（並木俊則君） まず、いろいろな市民の方から、あるいは見られた方から御意見をいただいた

中では、大変評価ということでお受けしてる部分、その部分がありまして、いろんな発展的なお話が今出てる

というところだというふうに思っております。 

  当初、このＤＶＤを制作をした一番の目的は、昨年、戦後70年を迎えて、戦争を体験されている方の映像と

しての記録が後々制作というのは難しいんではないかというところがスタートでございました。 

  そういった中で、いろいろ制作につきましては難しい面、困難なところありましたが、どうにかＤＶＤが制

作できたというような最初の趣旨がございまして、いろいろな評価をいただいてる中で、今になってすれば、
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有料のというようなところのお話もあるんですけれど、当初、まずは映像で記録を残したいというところが主

で考えまして、本来でありますと、有料になった場合は、こういうことでということの条件の中で制作に入っ

たわけではございませんので、その辺のところがございます。 

  そういった中で、今後貴重な映像資料でございますので、各方面からの御意見等考えた中で、有効的な活用

については今も検討してございますし、今後も検討してまいりたいというところでございます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） せっかく大変貴重なものをつくって、中身も大変よかったですから、貴重な証言記

録として、本当に戦災の資料としても残るものができたというのは当然ながら高く評価しております。 

  ただ、やはりもう一つ踏み込んでと言ったら変ですけど、今回私、この観光事業の中でこれを取り上げて聞

いてるんですけども、東大和市というものをより知ってもらう、さらにそのことによって東大和市を活性化さ

せる、発展させるという意味においても、やはり今の時点で考えれば、つまり東大和市の特徴、つまりほかに

ないものであるものということで考えていくと、やはり戦災変電所があの傷跡を残して、あの形で残されたと

いうことがさまざまなところで評価をされています。 

  実際にいわゆる日本の歴史学会の中でも、つい最近、戦争遺跡に関する学会が立ち上がろうとしております。

実際立ち上がっていますけど、それが一定の分野として今まで戦争中のことに対するそういう歴史的な学会と

いいますか、そういった分野が確立されてない中でそういった動きが起こってます。その中で実は東大和市の

戦災変電所が大変高く評価されて、貴重なものが残ってる。当然、広島の原爆ドームとかそういうものはあり

ますけども、具体的な形で市民の運動でここまで残って、今そういう形で保存をされてるということでも、実

際に昨年の講演会のある大学の先生の話の中でも、本当に非常にこの変電所のありようはほかの他市のところ

で紹介しても大変な高い評価を受けてますという話もありました。例えばそれは一つ歴史関係者の中でもそう

いう評価ですね。 

  ですから、いろいろな分野でも、雑誌とか、例えばテレビ等の紹介でも、実際に、今時点でいうとあの変電

所の紹介される例がすごい多いわけですね。ですから、そのことを考えると、やはりもっともっと市民にも知

ってもらう、他市にもこの存在を知ってもらう、そのための努力をすべきだと思っております。そのためにも

いろいろな努力をやはりもっと続けるべきじゃないかと思っております。 

  あわせて、ちょっとこのことはまた後でまた触れますけども、次に、社会教育課の郷土博物館による文化財

マップ、てくてくあんないについてお聞きします。 

  一応これに関しては部数はもうちょっと多くて、今回１万部、そういった多言語化の事業の中のそういった

補助金を使いながらつくったというのを伺っておりますけども、実際これはどのような配付の仕方をして市民

に配付する予定なのかをお聞かせ願いたいと思います。 

○社会教育課長（村上敏彰君） 東大和の文化財案内、てくてくあんないでございますが、こちらにつきまして

は今議員さんからございましたように１万部を作成いたしまして、目的といたしますと、2020年にオリンピッ

ク・パラリンピックを迎える中で、外国からの来訪者も含めまして、市外から当市を訪れる方々に東大和の文

化財に触れてもらおうと考えまして作成をいたしました。 

  したがいまして、市長の答弁にもございましたように、各国の大使館、150カ所ぐらいございますが、こち

らにも参考に御送付させていただくとともに、主に市内への転入者、この方々に市内の文化財を知ってもらお

うと考えまして配付をする予定でございます。 
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  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） 私も以前から、他市に視察に行くときにも、必ずその市を紹介するそういった文化

財のマップとかガイド本、それとかいろいろな観光案内、そういったものがこういうカラー刷りで冊子となっ

てつくられてるので、ぜひとも東大和市でもそういうものがあったほうがいいなということは常々思ってまし

た。今回、まさにそれに近い形のものができたことは大変私もうれしく思っております。 

  とりわけ、今言ったように、戦災旧日立航空機変電所が具体的な形で写真も多く多用されて、南街のまちの

経過も多用されて載ってるし、まさにどちらかというと、郷土博物館がつくってるけども、観光マップのよう

な内容だと思ってます。 

  ただ、実際私が思ってるのは、こういったものが市民そのものが意外と見てない、市民そのものが見る機会

が少ないことが多いので、本来なら、例えば全小中学生に配っちゃうとか、やっぱり各家庭にこういったもの

があるというのを周知させたほうがいいんじゃないかと。１万部ですから少ないんですけども、実際、これも

ちょっとお聞きしますけど、１万部ですとどのぐらいの費用がかかってるのか、それも教えていただきたいと

思います。それで、実際もっと市民により広くこれをまず知ってもらう、広めるための方策としてはどう考え

てるかをお聞かせ願いたいと思います。 

○社会教育課長（村上敏彰君） てくてくあんないの作成金額でございますが、１万部を作成いたしまして89万

8,560円ですので、１冊当たり約90円という単価でございます。 

  以上でございます。 

○社会教育部長（小俣 学君） 私のほうからは、この博物館でつくりましたてくてくあんないを広く市民に自

由に、例えば公共施設に置いて自由にお持ちくださいとかしたらどうですかという、そういうお尋ねに対して

の答弁になりますけども、今回は、先ほど課長が答弁をいたしましたが、東大和市を訪れる外国人の方や転入

者の方にまずは配ろうということで、現在はその用途、配付先は今のところ既に一応決めているところでござ

います。学校のほうにも配ると、１万部、半分以上なくなってしまうというのもありまして、今回は各公共施

設に置いて御自由にどうぞお持ちくださいということは考えておりません。 

  その点におきましては、従来、平成11年につくりました文化財ガイドがございまして、こちら、その当時

5,000部つくったんですけども、まだ2,700部残っております。そういうことも在庫もありますし、広く今回の

を配ってしまいますと従来の文化財ガイドが売れなくなってしまうということもございまして、今回の作成に

おいては公共施設に置く等のことは考えてございません。 

  以上でございます。 

○議長（関田正民君） ここで10分間休憩いたします。 

午後 ２時２９分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 ２時３９分 開議 

○議長（関田正民君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○２２番（中野志乃夫君） 先ほどのちょっと社会教育部長の発言ですけども、文化財ガイドとか文化財マップ、

本来そういう専門家が見ていろいろ資料に使うとか、そういったものはやはり私はそんなに売れるものではな

いし、それはもうしょうがないことだと思ってます。ただ、それは必ず必要性のある人は、私なんかもよくほ

かの自治体行って必要なものは高くても買ったりするもんですから、余りそういうものが、なくちゃ困るんで
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すけども、ただ、今回のこのてくてくあんない、これはどう考えても、先ほどの話ですと転入者に渡す、あと

外国人の方に渡す、これはもう何年たったって１万部はさばけない、ちょっとそれは本末転倒じゃないかなと。 

  あくまでもこれは、値段も書いてない、無料で配っていいものとしてつくってるわけですから、まず本当に

小中学校生徒に配っても全然問題ないと私は判断しますし、本当に足りなくなったら、私からすれば、これ10

年、20年前なら、これをつくるといったらもっと二、三百万円とか、もっとかかったものが今は本当に印刷技

術進歩して安くできるようになりました。たった90万円でこういったものができるぐらいですから、本当に足

りなくなれば増刷すればいいんじゃないかというふうに思うんですけども、ちょっとそこはやっぱり検討すべ

き、考え直すべきじゃないかと思うんですけども、どうでしょうか。 

○社会教育課長（村上敏彰君） てくてくあんないでございますが、市民課のほうに転入する窓口でお配りする

ということで、関係部署にお聞きしますと、毎年2,000から3,000の世帯転入があるというふうに伺っておりま

す。ですので４年から５年でてくてくあんないはさばけるのかなというふうには考えてございます。 

  あともう一点、このてくてくあんないにつきましては、先ほど申し上げましたように、国の補助金を使って

ございます。国の補助金を使うに当たって、目的といたしますと、先ほど言いました外国人を含めて市外から

そういった方の観光客を呼び込むということが一つの目的になってございまして、国の補助金ですので、ＫＰ

Ｉと言われる成果が当然求められますので、どなたでもおとりくださいということになりますと、ちょっと外

国人を呼び込む成果ということではなかなか得られないんではないかと思いまして、今回はそういった形の転

入者と外国人という形に絞った形で作成をさせていただきました。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） そういう目的、補助金もらってつくってるからそれはしょうがないのはわかるんで

すけども、外国の方に来てもらうにしたって、ちょっとよっぽど工夫しないとなかなか来てくれることはない

んじゃないかっていう。それは逆に、本当に単純に、それをつくって、少なくとも東大和に来たという実績を

つくるなら、本当にもう外国人のいそうなところに全部置いていくよとか、例えば東京都庁なんかに行けば必

ずありますよね、各自治体のいろんな案内とか観光の。そこにどさっと置いて外国人の人に来てもらうとか、

そのためにもやっぱり、１万部ですけども、そういう形でやらない限り、私は成果が得られないんじゃないか

ということも危惧しますので、それはやはりそうした補助金の目的で考えるなら、少なくとも転入者だけに配

るっていうレベルじゃなくて、もっと抜本的なというか、根本的な対策を練ったほうがいいんじゃないですか。

そうしないと成果そのものが出ないと思います。ちょっとその点どうなのかな、これは成果っていうのは、も

うちょっと細かく聞きますけども、具体的に報告っていうのはいつごろしなくちゃいけないとか、そういうの

は決まりがあるんですか、この補助金に関して。 

○社会教育課長（村上敏彰君） 補助金のことについてでございますけども、申請の時期について、評価をどの

形でとるかということでございますが、私どものこの事業に関しましては、変電所を訪れる外国人の方の数を

評価の指標として捉えてございます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） ちょっとなかなか、思いはいいんですけども、戦災変電所を外国の方にも知っても

らう、だけど、東大和市民でさえほとんどよくわかっていない。この歴史が、価値がわかってない中で、外国

人の方を呼び寄せようとするとかなりいろいろなお金も使って、費用も使ってとか、１万部じゃない、もう10

万部ぐらいつくって、本当にいろいろ、それこそ成田だ、羽田だとか飛行場にも置かせてもらってとか、そう



 

－73－ 

いうことぐらいしないと私はちょっと無理な話のような気がします。 

  ただ、逆に私は思ってるのは、これ全体、先ほども観光マップとか企画課の平和事業とも絡みますけども、

うちの市は、この間の市長の発言から伺いますと、戦災変電所自身がかなり老朽化している、また修繕をしな

くちゃいけない、そのためには寄附を募らなくてはならない。そのためにいろいろ広範な宣伝をして、全国的

にも本当寄附を呼び起こせるようなことをしなくちゃいけないという背景がありますから、当然これらのいろ

いろな事業を全部ひっくるめて、そのために活用すべきではないかと思うんですよ。 

  ですから、やはりちょっとその目的のためにも、先ほどの例えば企財によるＤＶＤの扱いもそうですけど、

ちょっと抜本的にいろいろ工夫しないといけないんじゃないかと思うんですけども、これはどうでしょうか。

市長に聞いたらいいのか、企財に聞いたらいいのか、ちょっとその辺どうお考えでしょうか。 

○企画財政部長（並木俊則君） 今中野議員のほうから各今までに行ってきました事業、それぞれの成果物、い

ろいろな印刷物あるいはＤＶＤの作品もそうですが、そういったものについてそれぞれの目的を持った中でい

ろいろな検討を加えた中で事業を構成し、それぞれ予算を伴うものについては市議会のほうで議決をいただい

た中で執行し、そのような内容を成果としてでき上がってきたというふうに考えております。 

  それぞれが目的を持った中では達成をしてるんではないかというふうに判断はしておりますが、一つの、あ

るいは全体的な事業をまた一つ構築をするというような中では、それぞれ今ある東大和市で持っているそれぞ

れの素材というか、それぞれの今までつくり上げてきたものを当然投入し、また効果があるものは新たなもの

を考えていくということで事業は成り立っていくんではないかなというふうにいつも思っております。 

  そういった中で、次の政策あるいは事業の構築をするに当たって、必要なものについては既存のものは活用

し、また新たに必要なものは考えていく、常にそういうふうな思いを持って政策の実現につなげていきたいと

いうところでございます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） 確かに今企財部長がおっしゃったとおり、そういった生かせるものはなるべく生か

して、新しい事業なり、当初の目的に向かって活用していくのはまさにそのとおりだと思います。 

  今回私が観光事業ということで取り上げたのは、やはり今東大和市にとって、従来はやっぱり東大和市とい

うのは単なるベッドタウン、本当に東京都心部に近いベッドタウンにすぎなかった、そういう認識でずっとい

たわけです。それを、ある面では、以前から議会でも論議ありましたけども、具体的には尾崎市長の段階にな

って、ようやく観光ということがいってみれば具体化したと思っております。つまり観光の発想でいろいろ事

業を行うということになってきて、やはり私はそれは非常に大事なことだと思っております。 

  つまり、少なくとも東大和市は、よくよく見てみれば観光資源がいろいろある。全くないわけじゃなくて、

いろいろ探し出すというのも変ですけども、調べればいろいろなものがあって、これをもっと生かせると。そ

もそも、観光そのものを広げることができれば、市外の人が市内に来る、これは結局地域の活性化、当然経済

の活性化にもつながってまちおこしになるわけですよね。だからこそ観光を考えて、そういったものをもっと

生かそうという発想になったかと思うんです。 

  ですから、その観点から、やはりもっと私とすれば、まだ観光、いわゆる商工観光係という、観光という名

称をつけた係もできたばっかですけども、もっともっと力を注いでいい分野だし、やはりここにいろいろな意

味で全力投球することが東大和市の活性化につながるんではないかと思うわけです。 

  その点で、やはり各部署がある面まちまちにいろんなことを事業をやってますけども、もうそれらを統括し



 

－74－ 

て、こういう観光のためにこういう方針でいくっていう、そういった市全体の流れといいますか、そういう形

をつくるべきではないかと思うんですけども、その点はどうでしょうか。 

○市民部長（関田新一君） 観光を活用しました市の活性化というお話もございました。また観光を中心に庁内

の各関係部をまとめまして、同じ観光という中で同じ方向を向いていくということは必要なことだというふう

には理解をしているところでございます。 

  実際には、具体的な事業を申し上げますと、例えばうまかんべぇ～祭のときには喜多方市にこちらに来てい

ただきまして、そのときには子ども生活部に御協力いただき、物産展またステージ関係で御協力いただくとい

うことにしてございます。また、変電所の開放、これについては社会教育部にも御協力いただくということ、

また、これからまた計画をするところでございますが、スイーツウォーキング、市内のウォーキングを兼ねま

してスイーツの発見をするという事業でございますが、これにつきましては郷土美術園の特別公開をこれにあ

わせまして周知を図るという活動も広く行っているところでございます。 

  また、庁内でございますが、各種封筒へのうまべぇの刷り込みですとか、そういうことでうまべぇの周知を

図っていただいているということ、また先日も御紹介をさせていただきましたけれども、毎週水曜日を引き続

きうまべぇポロシャツの日というふうに設定をさせていただいて、広くうまべぇを活用して周知を図っていき

たいという活動もしているところでございます。 

  このように、引き続きまして商工観光係というのが市民部にはございますので、中心になりまして、全庁的

に観光行政に努めていきたいと、このようには考えてございます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） そうすると、産業振興課ですかね、が中心なってまとめ役になるのかもしれません

が、私としては、本来だったらもうそれを超えて企財あたりが中心になって全部統括して、私は全力注いでも

いい事業だと思ってます。つまり観光そのものも、例えば東大和市をＰＲする、そのためにこういうまちであ

るということで、先ほど来述べてますけども、戦災変電所に関しては全国的にも大変貴重な存在、ものである。

そのために、例えばこれはほかの議員が既に言ってますけども、ふるさと納税を使っていろいろそういう寄附

などを集めるとか、そういう取り組みもすべきだと思います。 

  さらに、この間、やはり他の議員もよくおっしゃっていますけど、多摩湖とか狭山丘陵の活用で、既にこれ

は職員の皆さんが女性マラソンの最初の発祥の地だということでＰＲして、私も大変それはいいことだと思っ

てますけども、やはりもともと多摩湖と狭山丘陵は東大和のシンボルでもあるし、そういったことで、それを

うたい文句というのはないですけども、必ずメーンに据えてきた。これをもっともっと本当だったら生かして

もいいと思うんですよ。 

  この間、市長も言ってましたけども、桜がもうほとんど枯れてきてると。桜をもう一回復活させるためのそ

ういったまちおこし的な活動もするべきだし、せっかくなら、多摩湖の駅伝をやってますけども、できれば周

辺の市と協力して多摩湖マラソンを検討してもいいんじゃないかとか、私はいろいろやりようがあると思って

ます。 

  さらに、加えていえば、既に吉岡堅二さんの美術園も具体化しようとしている。吉岡さんといえば法隆寺の

金堂の修復でも大変有名な方ですし、そういったとこと連携したいろいろ提携を組んでいく。あと自由民権の

ことでいえば五日市憲法、千葉卓三郎とゆかりがあるわけですから、そういったこともきちんと東大和市もゆ

かりがあるよということをＰＲしていく、そういったことも含めてやっていく。 



 

－75－ 

  それで、さらにもう一つ最後つけ加えておけば、せんだって私も一般質問しましたけども、今玉川上水を世

界遺産化しようとしている動きがあります。そういった動きが始まってます。東大和も、玉川上水は直接かか

わってないけど、その分流である野火止用水は起点である、たまたま玉川上水という駅も持ってますから、や

はりここも当然ながらやはり観光の一環として考えて、少なくとも東大和市をＰＲしていく。全国規模、それ

こそ世界遺産ということになれば世界規模でいろいろ発信していく、そういうテーマとして取り上げて、その

ためには全市一丸となって動いていくと。これは地方へ行けば当たり前ですよね。いろいろＰＲでも全職員が

同じはっぴ着てとかいろいろ頑張って、やはり生き残りのために一生懸命やっている。 

  東大和市の場合は、そこまで生き残りかけるほど必死さは出てこないと思いますけども、少なくともこれだ

けの文化財、いろんな貴重なものを持ってるんだから、それをもっと生かすためのいろいろ取り組みとか、そ

ういう企画をやはりどんどん打ち出すべきではないかと思います。そのためにはもう少し全庁一体となった動

きをとれるんじゃないかと思うんですけども、その辺はどうお考えでしょうか。 

○副市長（小島昇公君） 観光行政を市のもう少し柱に据えたらどうかというような御提言かなというふうに承

りました。 

  市長はやはりその観光を一つの柱に据えて事業を推進しております。そして、その成果というのは、市民の

皆さんからの反響を聞かせていただくにつけ、かなり成果はあるのかなと思っております。そして、やはり市

長への手紙の中で、非常にこのうまべぇを中心に効果があるよ、よかったよという意見もたくさん来てます。

ただ、市民の方の中には、やっぱり東大和市の中で観光が柱なのはいかがかという意見があるのも事実でござ

います。 

  また、過日もお話しさせていただいたかと思いますけども、観光を中心にかなりＰＲをしている函館のよう

な市、鎌倉のような市でも、観光の柱だけでいってどうかという非常に悩んでいるというお話も承っておりま

す。 

  そういう中で、今までなかった観光を一つのファクターとして、住んでいる市民の皆さんが東大和から来ま

したと言ったときに神奈川ですかと言われるようなことがないための施策っていうのは、今御提言のあったよ

うに積極的に進めていきたいというふうに考えております。 

  税収の中で、過日もお話しさせていただきましたけども、市税が40％行くか行かないかというところでござ

います。でも、法人市民税が今年度は４億円、たばこ市民税は５億円というところでいいますと、やはり日本

一子育てしやすいまちを市長が大きなテーマとして掲げているのは、そこをやっぱり一番の中心に据えて市を

活性化していくということで、今の御提言についてのお答えとさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） 確かに、今の市長が子育てしやすい、そこで本当にＰＲして、そのためのまちづく

りをするのは私は全く異論はありません。ぜひそう頑張っていただきたいし、そのためにいろんな協力は惜し

まないつもりです。 

  ただやはり、確かに観光というのは今までなかった発想ですし、そのことによって市が一体感を持てる、ま

た市民が一体感を持てる、それは大変大事なことだと思ってます。 

  先ほど今函館とか鎌倉の話が出ましたけど、私はやっぱり一番学ぶべきは友好都市の喜多方だと思ってます。

喜多方市自身がいわゆる青年会議所とか商工会の力によって喜多方ラーメンですよね、今では喜多方ラーメン

って当たり前だけど、まちおこしでやってこれだけ全国的に広めて浸透させた、大変な意義があると思うんで
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す。まさにそういった喜多方市自身に学ぶべきところはすごい多くて、そういう何もないとこから全国発信し

て、喜多方という名前がみんな頭に残るようなものまでつくったのは、やはり東大和市も友好都市なんで、ぜ

ひ学ばさせてもらって、その発想で本当に地域の特性を生かすやはり努力すべきじゃないかと思ってます。 

  ですから、いずれにしてもそういった観点で今後も、本当に東大和市の場合はいろんな意味で国内だけじゃ

なくても、世界にも発信できるようなものを少し持ってますから、その点でやり方なんかは喜多方市に学んだ

りとかいろんなことを学びながら、ぜひとも観光にも力を入れていただきたいと思います。 

  一応この点については以上です。 

  次に、ちょこバスについて伺います。 

  ちょこバスに関しては、この間もいろいろルート変更とか、いろんな努力をしてきました。担当の方も本当

に胃が痛くなるような現状だと思うんですけども、まずここをルート変更してちょうどいろいろ試して一定の

期間がたちました。その実態として、先ほど利用者数は当初目標の64％ということでありました。普通なら、

民間ならちょっとここでもう待ったがかかっちゃう、ちょっともうよそうよ、もう撤退しようという話になる

ような数字なんですけども、これはまずこういう予想に反して当初目標の64％しか利用者数が伸びない、この

原因についてはまずどのようにお考えでしょうか。 

○都市計画課長（神山 尚君） ちょこバスの予測値と実際の実績との乖離ということの原因、理由ということ

だと思います。 

  当初予測の際は、従前の短いルート、ちょこバスの当初導入のときのルート、こちらの最高に乗っていた時

代、19万6,000人ぐらい乗っていた。今回のルート改正によりまして、ほぼそれに近いルートに戻すというこ

とから、その19万6,000人というところをベースに考えておりました。 

  今回、運賃改定もあわせて行っているということで、予測自体が非常に難しい予測であったと思います。運

賃改定で100円から今180円に改定するといった中で、他市状況なんかを見ますと、大体２割程度ぐらいその運

賃改定によってお客様が減るというようなことがございます。 

  それと、今度往復ルートというのを新たにここで入れているわけですけれど、そちらの需要予測というのも、

これもまた非常に難しいもので、予測の方法といたしましては、仮に循環ルートとほぼ同じぐらいで乗ったら

という前提で試算はしております。 

  そういった中て、本当ざっくりなんですけれど、当初のルートですと、循環ルートはざっくりで500人程度

乗っていたと。運賃改定によって20％ぐらいお客様が減るということになると400人ぐらいはお乗りになるだ

ろうというような前提で組んでおりましたら、実際のところ、そこが250人、260人というところで、そこの乖

離が一番大きかったかなということです。 

  それで、長大ルートを運行してからもう５年、６年という長い期間がたっておりますので、その間にお客様

離れが生じていたんじゃないかということでして、そこまではちょっとなかなか読み取れなくて、結果として

こういう数値になっているというところでございます。 

  以上です。 

○２２番（中野志乃夫君） 私のほうはちょっと市民の方からいろいろ伺っております。伺うというのは、どち

らかというと抗議の意味を込めてちょっとどうなってるんだと。やはりいろいろ努力しても全然いい方向行っ

てないじゃないかと。例えば今回の市役所で、ここでいう乗り継ぎをするという、このこと自体、本当に余り

いい声を聞いてないんですけども、市のほうにはどういう意見が寄せられてますか。 
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○都市計画課長（神山 尚君） 市民の皆様からちょこバスに関してさまざまな御意見が寄せられておりますけ

れど、一番多いのが、市役所を超えての移動が不便になったと。市役所での待ち時間が長いというところが一

番大きな御要望でございました。 

  そのほかですけれど、運賃の関係でいえば、元の額に戻してもらいたいとか、シルバーパスを入れてもらい

たいとか、あとは御自分のお住まいの地域まで延伸していただけないかとか、乗り継ぎなしで駅へ行ったらど

うかとか、あと東大和病院につないではどうかといったようなことをメール等でいただいているところです。

済みません、往復ルートを東大和病院に乗り入れたらどうかというような、そういったことをメール等でいた

だいているところです。 

  以上です。 

○２２番（中野志乃夫君） 私も聞くのは、やはりこうやって市役所で待ち合わせる、発想はよかったかもしれ

ないけど、そこで長時間待たされて、結局それだったら意味がないと。もともと直接行きたい場所があって、

ここで乗り継がなくちゃいけない、しかも待たされるという、そもそもその発想がおかしかったんじゃないか

というのは何人かの方に言われました。あと値上げですよね、100円だったからまあいいかなと思ったけど、

さらに180円と普通のバスと変わらない値段だというのは一体何のためということで、結局より使わなくなっ

たということを私もいろんな方から言われます。 

  それで、これはいうまでもないことでもありますけども、根本的に、まずちょっとこれはどうこの間確認し

てるかお聞きしたいんですけども、東大和市のように市域が大変狭い、そういった自治体ですね、そういった

中でこういったいわゆる自治体のコミュニティバスみたいのというのが実際どう運営されてるのか、その辺は

実際うまくいくものなのか、そもそもその辺はどうこの間論議してきたのか、その辺をお聞きしたいと思って

ます。 

  つまり、いろいろ調べてみても、全国今市だけでも六百幾つかですか、ある中で、市域の狭さでいえば東大

和市は小さいほうの10番以内に入る狭さですよね。その狭い市、市街化調整区域を抜かして市域の中で、そこ

で交通不便の解消だと。それは確かに交通不便の解消、どうしても不便なところができるのはわかりますけど

も、そもそもそういう狭い中で交通不便を解消するには、普通ならわざわざバスを回すべきなのか、今実際検

討もされてるようなコミュニティタクシーみたいな、もっと小さい車を走らせたほうがよっぽど効率的ではな

いかとか、その辺はこの間論議したことがあるのかをまずお聞きしたいと思います。 

○都市建設部長（内藤峰雄君） 市がコミュニティバス事業を行っていく、これに取り組んでいくといったこと

には、やはり地域での社会活動を支えるという意味合いがございます。公共交通サービスの確保を図っていき、

地域の方たちの社会活動、経済活動も支えていく一助にしていく必要があるだろう。当然そこには、以前から

路線バスが運行しておりましたけれども、自立運営をしていくことが原則である路線バスが運行できないとこ

ろをどうカバーするかといったようなところで自治体がコミュニティバスを運行してるという実情がございま

す。そこには、一つには行政が道路を整備して、それを維持していくというような一つの社会インフラとして

の整備につながる部分もあると考えておりますので、一定程度の税の投入といったものはきちんと説明をし、

御理解をいただけるんではないかというふうに考えてるところでございます。ただ、余りにも利用が少ないと

か、効果として評価できないといった判断になるまでの利用であれば、それは問題があると思います。 

  そういったようなことから、当市ではここでコミュニティバス等運行ガイドラインといったものを定めまし

て、バスであれば大体どのくらいを目標にしていくといったような運行基準、具体的には収支率40％ぐらい、
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単純収支率でございますけれども、そのくらいを一応目標にし、それが25％を切るようでしたら、ルートの見

直しであったり、全体の運行の見直しが必要ではないかといったようなことも定めました。 

  また、先ほど御質問者から御指摘もございましたけれども、もう少し地域にふさわしい交通といったものを

今後考えていく必要があるんじゃないかといったことに対しましては、同じくこのガイドラインの中に地域の

交通を、そこにふさわしいものをどう公共交通に関連づけていくかといったようなことでの一応の基準といっ

たようなものも整備をさせていただきました。 

  このようなことによりまして、今後必要となってくる公共交通といったものをきちんと確立させていきたい、

構築させていきたいというのが今の考えでございます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） 部長がおっしゃるとおり、コミュニティバス等の運行ガイドラインというものの中

に、交通と高齢化への対応ということが書いてあります。いってみれば、地域の活性化じゃなくて、地域社会

を支えていくといいますか、買い物にも不便だし、いろいろ外に出るのも不便だと、いってみれば、これはと

きどき都会の中でも、ちょっと本当にそういう一角ができてしまって大変な状況にあるとかいう問題になって

ますから、そういったものを変えていくということであれば、より私はそうだったら福祉的な発想で変えても

いいんじゃないかと思うわけです。 

  実際に、ある面元気のいい、自分で歩ける方、自転車に乗れる方とか、いろいろ何とか自力でできる人は何

とかしちゃうわけですね。本当にできない人、高齢で障害を持ってなかなか自由に動けない、そういった人に

とってはそういったものがあるないは本当に死活問題にもなりますから、そういう観点で、ある面、もともと

はいろいろこの間の文章、市の方針見てみると、いわゆる地域路線の確保みたいな形がどうしてもメーンに出

てきますけども、もう一度福祉目的とか、そもそもの目的そのものも変えていくぐらいの抜本的な改革が必要

ではないかと思うんですけども、そういった論議はされているでしょうか。 

○都市計画課長（神山 尚君） ちょこバスのコンセプトでございますけど、既存の路線バスでは対応し切れな

い地域を中心に運行し、公共交通空白地域の解消を図るとともに、超高齢社会に必要とされる移動手段の確保

及び環境負荷の少ない都市構造の構築に寄与させるといったことがコンセプトとなっております。 

  目的としましては、主には公共交通空白地域の解消にあるということです。空白地域の住民の皆様が通院や

買い物などに行く際の移動手段を確保すること、まずはこれが重要だと思っておりまして、コンセプトをここ

に置いてるということでございます。 

  以上です。 

○２２番（中野志乃夫君） つまり、それが本当にそういう論議してコンセプトであるならば、例えば値上げは

どうだったんですか。必要あったんですか。私は100円のままでよかったと思うし、民間と合わせるとか、民

間が上げたからとか、それは西武の意向で上げたんですか、あれは。ちょっと私そこは大変疑問に思ってるん

ですけども、その辺の考えをお聞かせください。 

○都市建設部長（内藤峰雄君） 今回の運賃改定につきましては、以前にも御説明をさせていただいております

けども、やはり公的な支えを行うコミュニティバス事業が民間の路線バス事業を圧迫してはいけないというよ

うな、やはり運行に当たって配慮しなくてはいけない部分もございます。この辺につきましては、国土交通省

からコミュニティバスの導入に関するガイドラインといったようなところでもはっきりと示されておりまして、

やはり公共交通を補完するものとしての位置づけというところを考えていかなくてはいけない。そういうこと
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によって、お互いが継続して事業を運営していけるということ、それが公共交通網を維持していき、将来にわ

たって確保していけるということにつながっていくという考えにもつながっていくと思います。 

  そのようなことから、似たようなルートを通ったり、駅に入るといったような、駅前広場に接続するといっ

たようなサービスに当たりましては、やはり片方だけが有利になる、余りにも公共のほうが例えば安くしてそ

こに入ればそちらに流れてしまう、既存の路線バスも経営を圧迫していくことにつながりかねないといったよ

うな懸念がございますので、その辺のことはそこのところで考え方をきちんと整理し、合わせていくという形

で行ったものでございます。 

  180円にしたということにつきましては、一般の路線バスであれば対キロ制度に基づいておりますけれども、

走った分だけの料金ということで徐々に上がっていくような制度になっておりますけれども、初乗り運賃とい

うことで市内を統一するということで行っていますので、そこの部分については御理解をいただきたいという

ようなことでずっと説明をしてきたところでございます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） ちょっとおっしゃる意味もわからんではないんですが、よくよく考えてみると、そ

もそも今回、うちの市のこういう発想、そもそも、先ほども繰り返しますけども、すごい狭い市域の中で、地

域の中でこれを運行しようという、それは空白地域の解消であると。何で空白地域が生じたかといったら、既

存のバス会社がそこは採算とれませんと手放した路線であるわけですよね。いってみれば、民間のバスもそこ

でやったってやりようがない、もうからないからそこは行きませんよと、そういう地域でそもそもあるわけで

す。 

  であるならば、そこでは競合しないはずなんですよ。つまり、今のちょこバスをやっぱりそういった空白地

域を回りつつ、ほかの場所もどんどん回っていく。その中では確かに競合する部分もあるかもしれませんけど

も、本来の目的でいえば、空白地域の解消のことでいえば、空白地域のところを中心にほとんど既存路線と重

ならなくてもいいから、その人たちのところへ連れていけば、別に競合はしないんだから、値段は市独自で決

めていいと私は発想します。いろいろな要望を聞きながら、だから、当初のコンセプトというか目的、目標、

その辺が何となくどんどん論議していく中で曖昧になって、やっぱりせっかく回すんならこっちも、こっちも、

こっちもという形になっていくと、確かに一部で競合地域も生まれる西武とですね、のはしょうがないことだ

と思います。 

  ただ、私はそれがあっても、競合地域があっても、そもそも西武が手放した行けないといっているところに、

そのためにやってるんだから、文句を言わせるのもおかしいなという、そういうものとしてやってるんだから。

それは国が言ってるのは、競合して同じ場所で、それは安いところのほうを公共がやって、民間を圧迫しちゃ

困るけど、そもそも圧迫しようがない。政府は恐らく東大和市のことでいえば、そんなにもうけてる路線って

少ないから、本来だったらもっとバス路線減らしたい、そういう方向ではないんですか。 

  ですから、私はそこまで、実際運行してるのも西武ですから、そのこと自体で西武にとっては、市が丸抱え

してくれることによってその分のお金も得ながらやれてるわけだから、私はそこで西武にもお願いしてるから

金額まで一緒っていうことは、値上げというのはちょっと納得いかないんですけども、やはり何人かの市民の

方にも言われました。ゼロとは言わない、だけどやっぱり最初の100円っていうのが一番使いやすかったし、

やっぱり100円に戻すべきじゃないかということを、これは複数の方からも言われてますし、そういったこと

でもう一度見直すべきではないかと思うんですけども、この間、まずそういう論議がされたのか、そういった
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論議があったのか、つまり値上げに関して本当に単に国の指針がそうだからとそれだけで終わってしまったの

か、それとあと最初に言いましたけど、うちみたいな狭い市域の中でそもそもコミュニティバスというのは成

り立つのかとか、そういった論議はしたことがあるのか、それを再度お伺いします。 

○都市建設部長（内藤峰雄君） 初めに料金改定の関係でございますが、先ほど私はガイドライン的に沿った部

分、競合の部分だけをお伝えしましたけれども、それも一つであり、もう一つはやはり将来にわたって市が安

定的に経営していくためにはやはり市からの補助額を減らし、負担を軽減させていく必要があるといった考え

もございました。利用者が一定程度見込めればその負担が減っていくことも考えられるために考えたものでご

ざいます。 

  また、今まで地域公共交通会議等で料金改定についての議論の内容でございますけれども、他の自治体とい

うか、武蔵野市が一番最初に黒字となるような収支が非常にいい例をつくっておりますけれども、あそこのム

ーバスにつきましては、最初の路線は非常にコンパクトで、実際に走っている距離等を見てみても100円で採

算が合うところを100円で走ってたということもございます。 

  ところが、当市のコミュニティバスは最初の路線でも10キロということで、一般的にコミュニティバス等を

計画するときにその路線の長さといったものは、やっぱりフットワークをよくするために５キロぐらいとかそ

のぐらいが限度ではないかと言われている中で、その場合の10キロで最初からスタートし、循環ルート的なも

のをつくっております。 

  ただ、この循環ルートを考えたときに、やはり市域の中での公共交通空白地域であったり、公共施設へとい

ったようなところを考えまして利便性を図っていくということで、かなり考えてルートを引いてございまして、

ここでのどのくらいの金額にして何分間隔で運行すればどのくらいの採算性があるかといったような推計もし

ております。ちょっと今そこの資料が手元にないので細かいところはあれなんですが、はっきりとお伝えでき

ないんですけれども、ただそのときでも、市の財政投入があって成り立つ交通だということには最初から変わ

りはございませんでした。それで、なるべくそれに近づけたいという考えもございましたので、今回の改定に

至ってるということでございます。 

  委託している事業者のことだけを考えてということではなくて、地域公共交通会議の中には、当市の地域を

運行していますバス事業者３者、ほかに立川バスと都バスですけれども、交通局も入っての検討でございまし

て、他の自治体におきましても、最近では運賃改定をしていく、やはり安定的な経営にしていく必要があると

いうようなことから、運賃改定をしていくというようなところがほとんどでございまして、またそれに伴いま

して障害者等への割引だとか、そういうものを導入していく、ＩＣカードを使えるようにしていくというよう

なことを一緒に行ってきておりますので、その辺については今後も安定的な経営に努めていくという考え方の

中では、ぜひとも御理解をいただきたいというふうに考えてるところでございます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） いろいろ努力されてるのは私もよく理解はしております、いろいろ検討されて。 

  ただ、どうしても疑問に思うのは、ちょっと細かいこと聞きますけど、ムーバス─武蔵野のやつ、あそ

こぐらいですか、黒字になってるのは、全国でも。あそこの形態は、一定の駐車場に全部そろえて、そこから、

その駐車場から吉祥寺の駅まで回す形、そのパターンは変わってないわけですよね。つまり特別にそういう市

内の、結構遠い人も一定の駐車場に集める、そこからバスが回っていくという、そういうスタイルだったと思

います。その中で確かに短い距離をバスが往復しますから、結構合理的な発想でやってました。 
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  私は、そういう例もあるんだけど、うちの市ではまさか市の中央にすごい駐車場を設けて、そこに車が来て、

そこで行ってくださいという形はできないから、なかなかそれはちょっと参考にならないのかなという気はし

てます。 

  それと、お金のかけ方なんですけども、これはちょっと担当者が悪いとか何とか全然関係ないんだけど、ど

う考えたらいいのかっていうのは、例えば東大和市は梅70ですか、ずっと補助金出してますよね。これがすご

い金額ですよね、2,600万円、2,700万円ですか。これはあくまでも昭和病院に行くための確保だという、どう

しても切れないんだという形で、いってみればお金を出してます。そのお金を出して路線確保のために、あの

場合、梅70の場合は見返りがあるんですか、うちの市は。そのお金を出して、市民が使った分だけお金が戻っ

てくる、そういうシステムになってますか。 

  つまり、公共交通に対する援助の仕方はいろいろあると思ってます。ですから、その中で考えたら、私はち

ょっと市の財源の云々ということもあるかもしれないけれども、抜本的に福祉目的とか、そういったあり方に

変えて見直す必要がある。その障害者とか高齢者を中心に運ぶためのものとしてもっとコンパクトにして考え

直す必要があるんじゃないかと思うんです。ちょっとその梅70のことをどう考えてるか、どうなってるかを教

えてください。 

○都市建設部長（内藤峰雄君） 都営バスの梅70でございますけれども、一度東京都の交通局のほうで都営バス

の路線全体の再検討を行っております。そのときに、長大路線で収支率もよくない路線については存続につい

て検討するというようなことがございまして、梅70について、最初はというか、以前は杉並あたりから青梅ま

で走っていたと思いますけれども、そのような長大路線のあり方を変えて、路線を少し短くし、田無からに変

わったような経緯もございます。そのようなときに、沿線の市町でやはり支えなくてはいけない、公共交通網

として、今御質問者からありましたけれども、昭和病院への通院のこともありますけれども、それだけではな

く、学校、通学等で使っているというようなこともありまして、公共交通網として必要な路線だということで、

沿線市で支えようということで協定により補助をしているものでございます。 

  公共交通ですから、路線存続の意味で各沿線市がその割合に沿って補助している内容ですから、それに基づ

いて見返りといったようなものは特にございません。経営に参画してるというものではございませんので、た

だ、補助金として市が支出しているものに対して東京都の総合交付金での補塡はございますけれども、やはり

それは事業者である交通局と沿線市の自治体と、あと東京都もかかわるという、同じ交通局と東京都ってちょ

っと２つみたいな形になりますけれども、企業局である交通局、あと広域行政をする東京都、それと地元市町

が協働して連携して運行していこうという考え方からこの補助制度、支援をしていくということに決まって今

運行しているという状況でございます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） 私とすれば、例えば梅70の存続そのものに関しても、果たしてどうなのか、毎年二

千数百万円注ぎ込んでやってます。確かに昭和病院以外でも通学のためという、通勤のためということの意味

合いもあるんでしょうけども、どう考えても主な目的は昭和病院路線の確保としか言いようがないんじゃない

かというふうに思ってます。 

  つまり、その梅70のときにはそういったお金は支出できるけれども、こっちのほうはやっぱり皆さんから負

担してもらわなくちゃ成り立たないといっても、それもどうなのかなというのは正直思います。そもそも目的

を抜本的に、ちょっと発想の転換といいますか、変えてもいいんじゃないかと。 
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  例えばちょっと、これはせんだって羽村市がコミュニティバス、太陽光発電の、それを目的としてというか、

普及を目的とした事業を行ってコミュニティバスを運行していますけども、この辺の事業は御存じでしょうか。

どう評価してるでしょうか。 

○都市計画課長（神山 尚君） 羽村市の電気バスの関係でございますけれど、議員さんおっしゃるように、羽

村市のコミュニティバスが複数路線ありますが、そのうちの１路線にコミュニティバスとして電気のバスを入

れているということで、目的といたしましてはあくまでもコミュニティバスということでございます。 

  以上です。 

○２２番（中野志乃夫君） 目的はコミュニティバスなんですけども、実際はそこで行われてるのは、いわゆる

石油に頼らないといいますかね、自然エネルギーを使った交通網の整備の一環としての補助金をいただいて、

約１億円近い補助金をいただいて運行してるわけですよ。つまり、私なんかからすれば、それも一ついいんじ

ゃないか、そういう目的だったら、いってみれば電気自動車を走らせる、そのためにその目的の一環としてバ

スを走らせてるんだと、そういう目的も持って一応普及活動してるんだということであれば、変な話、多少い

つも誰も乗ってなくても目的がある面違うところにあるからまだ納得できるかなと、そんな発想も持ちます。 

  だから、そもそもの、どうしても公共交通の空白地域の解消だ、そのためにコミュニティバスというか、そ

ういうものを走らせなくちゃいけない。そうすると、回すからには地域全体でとか、いろいろどんどん話が膨

らんでって今の形になったと思うんですよ。だけど、原点に返って、本当に、そもそも本当に必要なのかも含

めて考えて、もう一度目的そのものも見直すべきじゃないかなと思ってます。その中には、先ほど言った梅70、

私はもう前からあそこ、本当はもっと考えるべきだと思ってるんですけど、東京都絡みだとか、ほかの市町村

絡みだからそっちはもう無条件で補助金出しますと。ずっとかかわってますけど、ちょっとそれもあわせても

う一度市としてコミュニティバス、ちょこバスのあり方を考える必要があるんじゃないかと思いますけども、

ちょっとそういった点で再度市の考え方をお伺いいたします。 

○都市建設部長（内藤峰雄君） 他の路線バスを含めてということになってきますけれども、先ほどの答弁の繰

り返しになってしまいますけど、やはり公共交通網としてきちんと整えていくことが地域の方たちの社会参加

に非常に有効だというふうに考えております。 

  それで、コミュニティバスにつきましては、車両が路線バスより小さい車両ですから、路線バスが走りたく

ても走れないところも走って公共交通の空白地域を埋めているという効果もございます。 

  今やっと定着してきてるという部分がございますので、コミュニティバスのルートとしてはきちんと社会イ

ンフラとして定着させ、やはり維持していくことにより、そこにいろいろと地域の交通を考えた交通も重ねて

いくというようなことで、市域全体というか、社会活動が少し便利になるようなものとして育てていければい

いという考えがございますので、基盤となるものについては、やはり余りしょっちゅういろいろと変わってる

ということではいろんな検討がしづらいということで考えておりますので、今のところの考え方といたしまし

ては、利便性を今後どのような形で改善していけるかといったような検討を加えながら運行していきたいとい

うふうに考えてるところでございます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） ちょっとその論議だとなかなか進まないんで、ちょっと具体的なことをお伺いしま

す。 

  先ほどの論議の中で、利用者の利用率が25％になったらそれはもう見直すという、廃止することも含めて検
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討するという考えでよろしいんでしょうか。またあと、具体的に今回こういう予想の64％という実態が出てき

たわけですけど、これを解消するために具体的な措置というのはすぐとるんでしょうか。 

○都市計画課長（神山 尚君） ガイドライン25％まで下回った場合でございますけれど、その場合には利用促

進を図ります。それでも効果が見られない場合は、ガイドラインにも記載してございますけれど、運行日や運

行時間帯等の見直し、現行バスより小型の車両による運行、路線の一部廃止・変更などを検討していくという

ようなことになっております。 

  現状の利用促進策、今市のほうで考えているものでございますけれど、起終点の変更というのを今考えてお

ります。循環ルートが今市役所に15分程度とまるようなダイヤになっておりますけれど、これを上北台駅を起

終点に変更して、そちらのほうにとまるような形というのを考えております。これによって２つの利便性の向

上が図られると考えております。一つは、循環ルートを御利用するお客様で市役所を越えて移動する方、例え

ば上北台駅から東大和病院に行くような方、こういう方が市役所での待ち時間が大幅に短縮されるとというこ

とが１点です。もう一点は、循環ルートと往復ルート、相互の乗り継ぎの関係です。乗り継ぎの時間もこの循

環ルートが市役所にとまる時間が短くなります。現行15分ぐらいを４分程度に短縮できればなと思っておりま

すんで、そうしますと乗り継ぎにかかる時間も大幅に短縮できるというふうに思ってます。 

  以上です。 

○２２番（中野志乃夫君） この間も、私も期待してたんですけど、東大和市駅、玉川上水駅の近くまで乗り入

れるから、大幅に利用者が上がって、そういったことを検討して、議会でも答弁もありましたから、ずっと注

目してましたけど、結果的にはそうはなってない実態があるわけです。民間ならもうここでつぶれてると思い

ます、もう見直しも廃止。 

  先ほどそこの中で25％の基準でも廃止ではないわけですね。その段階になって見直しという、今の発言です

と、私はそれはもっと今の時点でもう既に見直すべき、本当に発想を転換すべき検討はすべきだと思います。

私は、どう考えてもこの値上げの額のまま180円を100円に戻さずに進めていった場合、そこの場所のあれを変

えたとしてもそんなに影響はないんだろうと思ってます。それで利用率が相変わらず少なくても、25％になっ

てもまだ検討し直すというだけだったら、これはどうしてもこういう公共事業というのは進めたら絶対やめる

ことをしない、どこまでもずるずるいってしまうその典型になりかねないので、やはりそこは厳しく見直すこ

とは見直す必要があると思いますけども、市長さんのほうからちょっと発言があるようなんで、ぜひお答え願

いたいと思います。 

○市長（尾崎保夫君） 結論から申しますと、ちょこバスについては廃止するつもりはありません。それから、

無料化にするつもりもないです。悠久の昔はただが一番いいということで結構いろんなことをやったっていう

こともありますけども、ただ今の時代ではまずそれは困難だろうということであります。 

  それから、ちょこバスについては先ほど職員も言ってましたけども、私自身もどうしたら利用者がふえるか

っていう、値段を下げるっていうのは一番いいかなというふうには思いますけど、それは逆にいえばこちら側

が負担をするというだけであって、実質的にプラスマイナスでいけばこちら側からいえば変わらないというこ

とになるかなと思いますので、今の状態、要するに利用料金でどうふやすかっていうことで今一生懸命、課長

ともいろんな話をして、こういうふうにやったらどうだろうかとかといろんな話はさせていただいています。 

  できるところからやっていこうということで、今回も先ほど待ち時間をほとんど大幅に減らすということだ

けど、あれは１分以内にしろというふうな話をしたんですけども、１分ならという話で、それはどうしてもそ
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こまでは無理だっていうことで今の数字が出てきたわけですけども、ただ、ルートのあり方だとかそういうふ

うなものを使った、今のままだとしても、回し方をどうするかによっては全然違ってくるんだろうということ

で、これはとっぴもないような考え方だっていうふうなことで課長にも言われたことありますけども、ただそ

ういうふうな形で、今の180円で今のルートでふやすためにはどうしたらいいかっていうのは、今までと同じ

ような普通の考え方ではまず無理。先ほど言ったように、金額を下げるとか、それは昔そういうふうな考えで、

安易な考え方だと私自身は思っています。 

  ですから、そうじゃなくて、今のままでさらにふやすにはどういうことをちょこバスにアピール、要するに

市民の皆さんにしたらいいのかということを考えてくれという話はしています。だから、本当に発想というか

考え方をがらっと変えなきゃだめなんだろうというふうには思います。 

  ですから、そういう意味では職員にとっては大変だと思いますし、私も先ほど言われたように180円でどう

だこうだとかいろんなこと言われてますけど、まあそのうち頑張りますからと、こう言ってきてますけども、

ただ、そういうふうな形で頑張ると言っていくんだということは間違いないということです。 

  それからもう一つ、これから時代の背景だとか、そういうのを考えていきますと、やっぱり高齢の方がふえ

るのは間違いないんだと。それと公共施設の統廃合なんていうのは、これから10年、20年、30年という長期の

スパンで考えれば、今のまま維持していくのは絶対に無理だって答えは出てるわけです。統廃合はしていくわ

けです。移動していかなきゃいけないわけです。そのときの移動をどうするかっていうことになれば、やはり

ああいう今のような公共交通のちょこバスのようなものは絶対にこれからもっと充実させていく必要があるだ

ろうと。 

  だから、料金がどうのこうのじゃなくて、例えば１時間に１本じゃなくて、30分に１本にしてくれっていう

要望ならああ少しは考えようかなっていう気はしますけど、先ほど来のお話ですと、ちょっと私と、これから

先のことを考えたりするとちょっと無理かなと思いますし、今の時点でどうふやすかって、そういうふうな議

論をしていきたいとこれからも思ってますし、一生懸命職員ともども考えてやっていきたいというふうに思い

ますんで、今後ともよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○２２番（中野志乃夫君） わかりました。 

  私も無料にしろとは言ってません。180円を旧来の100円に戻すと非常に乗りやすい印象があって、結構それ

は好評だったので、それも一つの手だと思っています。 

  それと、市長が逆に30分に１本という、そういう、そこまで踏み込むなら、それは私も可能性はあると思い

ます。つまり、皆さんが言ってるのは、１時間に１本しか来ない、時間帯によっては２時間、３時間に１本し

か来ない、それを待ってる人っていうのは当然いないわけですよ。やはりもっと頻繁に来るんだったら当然乗

るっていう意欲は出てくると思うんですけど、その分当然経費もかかりますから、その辺の費用対効果がどう

なのかっていう当然論議になりますんで、もし本当にそう考えるなら、先ほど私が言ったように太陽光のそう

いった電気バス走らせるとか、補助金をほかでもらいながらとか、いろんな工夫をすべきだということを述べ

て私の一般質問は終わらせていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（関田正民君） 以上で、中野志乃夫議員の一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 
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午後 ３時４３分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 ３時５３分 開議 

○議長（関田正民君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 大 后 治 雄 君 

○議長（関田正民君） 次に、６番、大后治雄議員を指名いたします。 

〔６ 番 大后治雄君 登壇〕 

○６番（大后治雄君） ただいま議長より御指名を受けました議席番号６番、興市会、大后治雄でございます。 

  質問を始めます前に、このたびの熊本県、大分県を震源とする地震により亡くなられた方々に慎んでお悔や

みを申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

  ４月14日の発災以来、私どものもとには市民の方々より不安を訴える声や質問が寄せられております。私ど

も会派興市会といたしましては、今回の一般質問に際し、同僚の二宮議員に防災に関する質問を一本化し、よ

り包括的・総合的にただしてもらうことといたしましたので、御関心のある方々にはそちらをお聞きいただき

たく存じます。 

  それでは、通告に従いまして一般質問を始めさせていただきます。 

  １、まちづくりについて。 

  ①地籍調査についてであります。 

  アとして、その定義と法的根拠は。 

  次に、イとして、その意義は。 

  次に、ウとして、市の現状は。 

  次に、エとして、他自治体の対応と状況は。 

  次に、オとして、市の計画とその進捗状況は。 

  次に、カとして、国・都からの指導・要請は。 

  そして、キとして、今後の課題とあり方につきまして伺います。 

  以上、この場におきましての質問を終了させていただきますが、再質問につきましては御答弁を踏まえまし

て自席にて行わせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

〔６ 番 大后治雄君 降壇〕 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 初めに、地籍調査の定義と法的根拠についてでありますが、地籍調査とは、一筆ごとの

土地につきまして、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地籍に関する測量を行い、その結果を地

図及び簿冊に作成するもので、国土調査法に基づく調査であります。 

  次に、地籍調査の意義についてでありますが、地籍調査を実施しますと土地の境界が明確になり、その成果

は個人の土地取引から公的機関による地域の整備まで、土地に関するあらゆる行為ための基礎データとなるも

のであります。 

  次に、市の現状についてでありますが、当市ではまだ地籍調査には着手しておりませんが、上北台駅周辺土

地区画整理事業の施行において実施しました測量が国土調査の成果として認証されております。 
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  次に、他の自治体の状況についてでありますが、多摩地区26市の平成27年度末現在での状況でありますが、

地籍調査に着手しております市が15市で、休止が１市、未着手が10市という状況であります。 

  次に、市の計画についてでありますが、地籍調査の必要性につきましては認識しておりますが、調査におい

ては長い期間と多額の費用が必要であるとともに、組織体制を整える必要もありますことから、実施には至っ

ておりません。 

  次に、国や都からの指導・要請についてでありますが、国からは地籍調査の未着手・休止の市町村に対しま

して年に２回の調査があります。また、東京都においては不定期に着手に向けた説明会や推進会議が開催され

ており、積極的な取り組みを促されております。 

  次に、今後の課題についてでありますが、地籍調査は数十年に及ぶ長期事業でありますことから、財政計画

及び組織体制などをしっかりと整える必要があると考えております。 

  また、地権者の方に現地立ち会いをお願いし、境界等の確認を行っていただく等の御負担をお願いする必要

もありますことから、地権者の方の御理解をいただくことも重要であると考えております。 

  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○６番（大后治雄君） どうもありがとうございました。 

  それでは、順次再質問をさせていただきます。 

  まず、ア、その定義と法的根拠はであります。 

  まず根本的なところから伺っていきたいと思いますが、今回実は13年ぶりにこの地籍調査に関して一般質問

をさせていただく形になりました。ただこの13年間どなたも一般質問されてないので、余り皆さん御興味ない

のかなというところもあるんですが、なかなか興味の対象になりにくいというか、余り一般的ではないような

内容でございますから、なかなか取り上げにくいところもあるんですが、その中でもいろいろ重要な内容を含

んでおりますところから、もう一度ちょっと改めて根本的なところから伺っていきたいと思っています。 

  まず地籍調査の実施主体というのはどちらになりますでしょうか。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 地籍調査の実施主体でございますが、主に市町村が実施主体となってございます。 

  以上でございます。 

○６番（大后治雄君） 市町村が実施主体ということで、基本的には公的機関という形になりますけども、その

中で地籍調査そのものは民間事業者でも地籍調査は可能なのでしょうか。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 民間事業者であっても地籍調査については可能でございます。ただ、民間事業者

の条件でございますが、まちづくり事業や測量等を実施する民間法人や事業実施準備組合、またまちづくり協

議会の地権者組織ということになってございます。 

  また、実施の要件としましては、人口集中地区または都市計画区域となってございまして、調査範囲につき

ましても500平米以上であることということでなってございます。 

  以上でございます。 

○６番（大后治雄君） ありがとうございます。 

  で、その民間事業者に対するいろいろな対応とかを伺いたいんですけども、当市では民間事業者への委託な

どは行っておりますでしょうか。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 一般的には、民間事業者による地籍調査は、委託ではなくて民間事業者がみずか
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ら行うものでございます。また、市が行う地籍調査の中では、測量や所有者、地目などの登記情報の調査を民

間業者に委託して行うものもございます。ただ、当市では地籍調査を行ってございませんので、民間委託につ

いては行っていない状況でございます。 

  以上でございます。 

○６番（大后治雄君） ありがとうございます。 

  次に、イ、その意義はに移りますけれども、その地籍調査そのものをそもそも行うことのメリットとデメリ

ット、いろいろあろうかと思いますが、それを具体的に教えていただければと思います。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 地籍調査のメリット、デメリットでございますが、５点ほどずつ御説明したいと

思います。 

  まずメリットについてでございますが、１点目が公共事業の円滑化ということが考えられます。これにつき

ましては、各種公共事業の計画や設計、用地買収、また完成後の維持管理の各段階の円滑な実施に大いに寄与

するものでございます。 

  また２点目としましては、土地の取り引きの円滑化がございます。正確な土地の状況が登記簿に反映されま

すので、安心して土地の取り引きができるというものでございます。 

  ３点目が災害復旧に役立つというものでございます。地震などの災害が起きた場合でも元の位置を容易に確

認することができまして、復旧事業を円滑に進めることができるというものでございます。 

  ４点目でございますが、土地に係るトラブルの未然防止に役立つというものでございます。官民、民民、道

路と民有地、また民有地と民有地の境界が確定されているためということで、未然の防止に役立つというもの

でございます。 

  ５点目が課税の適正化に役立つというものでございます。土地の面積が正確に測量されるため、適正な固定

資産税を徴収できるというものでございます。 

  デメリットでございますが、１点目でございますが、地方と違いまして、東京などの都市部でございますが、

一筆の面積が小さい箇所が多いため、調査すべき筆数が多いことから、調査に多くの時間と手間を要するとい

うものでございます。そのため、年間でできる範囲が限られるため何十年も行うことになってしまうというも

のでございます。 

  ２点目が長年にわたる予算の確保や人員体制が必要になるということでございます。 

  ３点目についてでございますが、相続などで所有者の権利関係が複雑な場合、境界立ち会い等の確認が困難

となるというものでございます。 

  ４点目でございますが、所有者の高齢化や不在化が進み、立ち会いが困難となる場合があるということでご

ざいます。 

  最後、５点目でございますが、民民の境界問題があった場合、かえってトラブルになることがあるというよ

うなことが考えられます。 

  以上でございます。 

○６番（大后治雄君） ありがとうございます。 

  メリットとして、今回災害復旧に役立つというようなことがありました。確かに熊本の地震とか見ましても、

山崩れ的なものが起きてしまうと地形そのものが変わってしまうのでどうなのかなというふうなところありま

すが、例えば今回それこそ畑がずれてしまって何だりといったときも、それでまた自分のところ、それから他
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人のところというところがすぐに確定し得るというようなところが結構なメリットなのかなというふうに思い

ますが、特にそういったことでは災害復旧にも役立つというところはちょっと結構ひっかかるというか、とて

もいいところなのかなというふうに思いました。 

  それからまた、いろんなトラブルの未然防止ということで、確かにここからはうちだ、ここからはあんたの

ところだというようなところが民民で結構トラブルになったりというところもたまに聞きますので、そういっ

たようなことが未然に防げるというようなことも非常に大きいかなというふうに思っています。 

  また、課税の適正化ということも大きいかなというふうに思ってまして、ただ、課税をする地域の用途地域

によって課税の多寡が変わってくるというようなところもありますから、例えばここは工業地域ですよ、ここ

は住宅地ですよというようなところで、ここは山林ですよっていうようなところで、それぞれにかかってくる

課税の単価が変わってきますから、その中での区画が確定されても別に、全部のという意味の総体としては課

税の金額は変わらないんですけども、その地域が実は大きかったり小さかったりというところで課税の多寡が

変わってくるのかなというふうに思いますから、やはり地方公共団体としてはそこのところはしっかりと確定

させることによって、無駄な訴訟問題とかを抱えなくて済むのかなというようなところも私はメリットかなと

いうふうに思っています。 

  一方、デメリットのほうで申し上げますと、確かに地方と違って一筆一筆ごとの面積が非常に小さいという

ところがあるので、それを確定させるためには一つ一つ全部やっていかなきゃいけないということを考えると、

非常に天文学的な時間がかかってくるかなというふうに思っていますので、なかなか難しいところかなと。も

ちろん人・物・金って全てやっぱり使いますから、そういったところも大変、これから伺ってまいりますが、

そこら辺も大変なのかなというふうなところも思っています。 

  また、所有者の高齢化とか不在化っていうのが進んでしまうと、なかなか確定することが人がいないからで

きないというような、そこの持ち主がわからないとか、そういったようなことが不確定になってくるからでき

ないということもありますけども、逆に言えばそれは早く進めないといけないのかなと。早く進めれば高齢化

も行く前に手だてが何とか整えられるのかなという気もしますから、そこのところはメリット、デメリットい

ろいろありますけれども、やはり進捗をある程度進めていかないといけないところなのかなというふうにも思

います。 

  それで、次に伺うのが、今メリット、デメリット伺いましたけども、具体的に地籍調査ってどうやってやる

のかなっていうところの具体的な進め方っていうところを教えていただければと思います。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 近年、東京都などの都市部の手法としましては、都市再生地籍調査事業が一般的

でございます。 

  どのような事業かと申しますと、まず官民境界の先行調査を行います。こちらについては、官と官、道路と

道路、官と民、道路と民有地の境界の調査、測量を実施するもので、道路等に囲まれた街区が確定するという

ものでございます。その後の詳細な地籍調査図素図を作成する基礎資料となるものでございます。ただ、これ

を行う前には事前に基準点測量が必要になってございます。 

  この官民境界等先行調査が終わりますと、本格的な地籍調査、一筆地調査に入ってきます。こちらにつきま

しては、官民境界等先行調査の結果をもとに、一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目の調査を行いま

して、境界及び地籍に関する測量を行い、その結果を地籍図、地籍簿として作成するものでございます。 

  この作成が終わりますと、国土交通省に地籍調査の成果の認証を申請いたします。これは国土調査法第19条
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に基づくものでございまして、申請し認証されましたら、この次に行うことは登記所へその成果を送付します。

登記所に送付されますと、この地籍図は公図に変わりまして、不動産登記法第14条第１項の地図として備えら

れます。登記所の送付と同時に市町村でもこのデータを保管しまして、公共事業等で活用するということにな

ります。 

  こちらのほうですが、年間で実施する面積、おおよそ0.03平方キロメートルから0.15平方キロメートルと言

われてございます。この面積を実施するのに官民境界等先行調査で１年から２年、また地籍調査、一筆調査で

ございますが、そちらも１年から２年かかります。最後の成果の認証から登記所への送付でも１年近くかかる

ということで言われてございます。 

  以上でございます。 

○６番（大后治雄君） ありがとうございます。 

  としますと、全て終わるには早くても一筆ごとに３年以上はかかるというようなことで、一筆、一番長くて

５年以上かかる可能性もあるというようなところになってくるわけですよね、なるほど。 

  ちょっと素朴な疑問なんですけども、一つ一つの調査について、今はそれを確定させるときにＧＰＳとかい

ろいろありますけども、そういったようないわゆる科学的な根拠に基づいて確定させるというようなことって

いうのはやってるんでしょうか。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 現在基準点測量につきましては、ＧＰＳ測量といいまして、世界をもとにした座

標系、それで測量してございますので、精度としましては以前と比べると大変よくなっているような状況でご

ざいます。 

  以上でございます。 

○６番（大后治雄君） ありがとうございます。確かに相当な精度をもって確定できるのかなというふうに思い

ます。 

  次に、いわゆる俗に縄伸びとか縄縮みとかって言われますけれども、それの意味するところを教えていただ

ければと思います。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 縄伸びについてでございますが、土地登記簿に記載されている面積より土地の実

測面積が多いことをいいます。これにつきましては、明治政府が地租改正事業を行った際、何とか地租を少な

くしたいという住民によって実際の面積より狭く測量しようとされたことと、当時の測量技術が低かったこと

によると言われてございます。 

  また一方、縄縮みについてでございますが、これについてはその反対ということになりますが、土地登記簿

に記載されている面積より土地の実測面積が少ないことをいいます。一般的には縄延びがほとんどでございま

す。 

  以上でございます。 

○６番（大后治雄君） 確かに一般的には縄延びがほとんどだというようなところで、明治期の確定の際のいろ

いろな、少しでも地租を取られないようにという一般大衆の、市民の気持ちというのがそこにあらわれてるの

かなというふうに思いますけども、まあいいか、縄縮みについては。 

  次に行きます。 

  次に、ウの市の現状はに移りますが、当市におけます地籍調査の進捗状況を教えていただきたいと思うんで

す。ちょっと絶望的な状況かなという気もしますが、教えてください。 
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○土木課長（寺島由紀夫君） 当市におきましてはまだ地籍調査は着手してございませんが、先ほど市長のほう

から御答弁ございましたように、上北台駅周辺土地区画整理事業区域が国土調査法第19条第５項指定面積とい

いまして、こちらは地籍調査の成果と同等以上の精度または正確さを有する国土調査以外の測量及び調査の成

果等として認証されてございます。こちらにつきましては、東大和市の面積が13.42平方キロメートルですが、

調査対象面積は11.97平方キロメートルになってございます。この上北台区画整理事業の区域が0.20平方キロ

メートルですので、進捗率としては1.7％と現状はなってございます。 

  また、現在行ってます立野１丁目土地区画整理事業区域が指定されますと合計で0.34平方キロメートルにな

りますので、こちらが指定されますと進捗率は2.8％となる見込みでございます。 

  以上でございます。 

○６番（大后治雄君） ありがとうございます。 

  現状1.7％で、見込みとしては2.8％までふえるというようなところは見込まれるというところでありますけ

ども、そうしますと、終了するまでちょっとあとどのぐらいの年数がかかるのか、ちょっと聞くのが怖いんで

すが、どのぐらいの年数がかかるというふうに見込んでいらっしゃいますでしょうか。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 近辺の自治体に確認しますと、大体年間予算1,000万円から2,000万円ぐらいでも

う精いっぱいということで言われてございます。そのようなことから、年間予算、仮に2,000万円ということ

で計算した場合でございますが、官民境界等先行調査で78年、一筆地調査で166年ということで、合計で244年

かかる計算に単純にはなってしまいます。 

  以上でございます。 

○６番（大后治雄君） 244年ですね、ありがとうございます。私が生きてる間は絶対終わらないというような

ことだと思いますが、香港をイギリスが借りたとき、またマカオをオランダが借りたときに99年の租借だって

言われて、当時どちらの国も99年っていうのは未来永劫だというふうに思ってたっていうところがあって、そ

れの倍以上だっていうことですから、多分未来永劫以上終わらないのかなというふうに思いますけれども、そ

の中で、いろいろと細かくもうちょっと聞いていきたいと思うんですが、地籍調査が進まない要因として今ま

で幾つか伺ってきたところですけれども、それをもうちょっと詳しく教えていただければと思います。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 地籍調査が進まない要因ということでございますが、現在地籍調査の進捗率、全

国では51％となってございますが、東京都ではおよそ22％でございます。 

  東京都の場合は、他の道府県と違いまして一筆調査において境界立ち会いで権利者からの同意を得るまでに

相当な時間を要することが原因であるということで言われてございます。 

  その具体的な要因でございますが、一筆地の面積が比較的小さく細分化されており権利者が多いことがあり

ます。また、家屋の稠密度が高いため作業効率が悪く、境界確認に時間を要するということがございます。も

う一つ、不在地主または遠隔地の権利者が多く、境界確認承諾書に時間がかかるということでございます。 

  当市、また多摩地区でもまだ着手されない市がございますが、これらの要因とともに、何十年もかかる事業

であり、職員の関係もございまして、なかなか踏み切れないっていうところが他の自治体を含めてそういうと

ころだと思っております。 

  以上でございます。 

○６番（大后治雄君） いろいろな要因があって進まない、特に東京ならではのいろんな理由があろうかという

ふうに思いますが、仮に市民のほうから地籍調査をしてくださいっていう要望があった場合はどう対処される
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んでしょうか。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 今まで地籍調査の要望というというのはございませんが、仮に調査の要望があっ

た場合には、現在地籍調査には着手はしておりませんので、一般の境界の確認と同じように道路等の官民境界

は市のほうで確認し、また民地と民地との境界確認は個人で対応をお願いしたいということで行うことになる

かと思います。 

  以上でございます。 

○６番（大后治雄君） そうした場合の市民側の手続っていうんですかね、をもうちょっと具体的に教えていた

だければと思います。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 地籍調査の手続についてはまだ着手しておりませんので取り扱ってはございませ

んが、一般の官民境界の確認につきましては、東大和市道等境界確定事務取扱要綱によりまして、市道等境界

確定確認申請書の申請をもって対応しているところでございます。 

  以上でございます。 

○６番（大后治雄君） もうちょっと細かく伺わせていただきたいんですけども、その確定の申請云々というと

ころは境界確定の申請とかいうものについては年間どのぐらいあるものなんでしょうか。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 古い時代には100件以上ございましたが、最近では年間10から20件程度で推移し

てございます。 

  以上でございます。 

○６番（大后治雄君） ありがとうございます。 

  要はある程度確定が進んでいるというようなところなんだろうと思いますが、続きまして、他自治体の対応

と状況はについて伺ってまいります。 

  先ほどもいろいろ近隣市の状況をいろいろ聞いていらっしゃるというようなお話もあったと思いますが、そ

の近隣市の状況についてもうちょっと詳しく教えていただければと思います。 

○土木課長（寺島由紀夫君） まず多摩地区26市全体の進捗率でございますが、失礼しました、26市と町村も入

った形ですけど、こちらの進捗率は9.6％になってございます。多摩地区26市だけですと10.7％になってござ

います。 

  平成28年３月現在でございますが、26市中15市が実施中ということでございますが、その中で武蔵村山市さ

んが休止中から再開しております。これは27年度に再開しております。また、同じ27年度に三鷹市が新規着手

してございます。 

  その一方、休止の市が１市ということですが、日野市が平成12年度から休止してございます。 

  未着手の市は10市でございますが、立川市、武蔵野市、昭島市、国立市、狛江市、清瀬市、東久留米市、稲

城市、西東京市、そして東大和市となってございます。 

  近隣の細かい情報っていうことでございますが、東村山市、平成21年度から実施してございます。調査面積

17.05平方キロメートルで、実施面積は4.8平方キロメートル、進捗率28.2％となってございます。こちらにつ

きましては21年度から再開ということで、以前に４.数平方キロメートルやってございましたので、21年度か

らは少しずつ進んでいるような状況です。年間で数百万円程度で官民境界等先行調査を実施中でございます。

２年間かけて0.07平方キロメートルを調査してございまして、ちょっと確認しましたところ、最終的には100

年以上かかるのではないかという話がございました。また、大変なことはどんなことでしょうかという話もち
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ょっとお伺いしましたら、やはり境界立ち会いで一回で済まないことが多くて、土日の立ち会いも多いってい

うようなことがございました。 

  そして、隣の武蔵村山市さんでございますが、こちら、休止中であったのが平成27年度に再開してございま

す。こちらについては調査面積15.22平方キロメートルで、実施面積8.75平方キロメートル、進捗率57.5％と

多摩地区で最も進捗率が高い状況ですが、これ、およそ50年前ぐらいに農地をやったっていうことで、平成27

年度からはまだゼロという状況でございます。こちらについては今一筆地調査を実施中ということで、平成29

年度から予算をちょっと上げていきたいというような話もございました。最終的には30年程度で完了させたい

というようなこともお伺いしてます。大変なことは、これから平成29年度から対象面積をちょっと大幅にふや

すということで、測量するための委託業者の方がかなり大変になるんじゃないかという話がございました。 

  最後もう一つ、立川市でございますが、立川市についてはまだ未着手でございます。平成20年度あたりとい

うことなんですが、着手の検討をしたが実施には至らなかったという話でございます。今後の見通しも予定は

ないという話がございました。 

  以上でございます。 

○６番（大后治雄君） それぞれの市町村の御事情があるんだろうというふうに思いますが、武蔵村山が農地の

確定が進んでいて57.5％ですかね、結構進んでいる、半分以上進んでいる、あと30年というところで、まだ私

生きてるかなっていうところがあるんですけども、わからないんですけどね。そういったようなやっぱりどん

どん進めていけるところといけないところっていうその違いっていうところがそれぞれの自治体のまさに事情

なのかなというふうに思いますけれども、そういったようないろいろな事情があって進捗率が変わってきてる

というところがあるんですが、その他自治体とのいろいろ情報交換されてると思うんですけども、どういう形

でもって情報交換はされてるんでしょうか。 

○土木課長（寺島由紀夫君） ふだんは電話連絡等で近隣市の状況等の把握に努めているような状況でございま

すが、東京都主催のものとして各市が集まって打ち合わせや会議を行っているものもございます。そちらのほ

うで情報交換を行ってるような状況でございまして、平成22年６月には、もう６年ほど前になりますが、新規

着手に向けた説明会を区部では３区、市部では東大和市を含めて５市、こちらは八王子市、立川市、三鷹市、

武蔵村山市と東大和市でございますが、こちらで説明会を行い、葛飾区が実施してまして、その実施事例を聞

きながら着手に向けての情報交換を行ったという経過がございます。 

  また、平成24年９月には東京都担当者会議というものがございまして、こちら、東日本大震災の震災を受け

て基準点が大分狂ってるところも出てきてるということで、その辺の座標の補正についての説明会がございま

して、そのときに各市が集まっていろんな情報交換をしているような状況です。 

  その後、平成25年２月には東京都地籍調査着手再開推進会議というのがございまして、未着手と休止の自治

体を対象とした業務推進の説明会で、こちらでも他市との情報交換も同時に行ってるような状況でございます。 

  以上でございます。 

○６番（大后治雄君） ありがとうございます。 

  確かにこの間の５年前の東日本大震災のときに基準点が大幅にずれたというようなところで、結構な基準点

の数がずれてるんじゃないのかなというふうに思うんですけども、それを改めるというところから始めなきゃ

いけないというのがまた振り出しに戻るみたいな話で大変なのかなという気もしますが、次に行きます。 

  オの市の計画とその進捗状況について伺ってまいりますが、国と、それから東京都、それから当市東大和市



 

－93－ 

のいろいろ財政負担をそれぞれやっぱりしなきゃいけないというところになってくるかと思うんですが、それ

のそれぞれの割合っていうのはどういうふうになってますでしょうか。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 地籍調査を行うに当たりましては国の補助金等があります。市が実施主体の場合、

国の地籍調査費負担金というのがございまして、これは半分の50％でございます。その他東京都が４分の１で

25％、残り４分の１の25％を市が負担することとなっておりますが、この市が負担する25％のうちの80％が特

別交付税措置の対象となっていることから、実質市の負担は５％と言われておりますが、東京都の担当者の方

から、特別交付税はその年度によって変動があるとのことで考慮しないほうがよいということで言われてまし

て、計算上では市の負担は25％として考えたほうがいいということで言われてございますということでござい

ます。 

  以上でございます。 

○６番（大后治雄君） 考慮しないほうがいいと言われる補助金ってどうなんだろうというふうに思いますけど

も、確かに５％にまでなれば相当やる気になるのかなという気はするんですけども、それが25％になりますと

相当な負担がかかってくるかなというようなところがありますが、最初のほうに伺ったんですけれども、民間

事業者が地籍調査をする場合に、その民間事業者への補助なんていうのはあるんでしょうか。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 民間事業者が行う地籍調査でございますが、先ほど申し上げましたように制限が

ありますが、その中で国の補助金として地籍整備推進調査費補助金というものがございます。こちらにつきま

しては補助率が３分の１ということになってございます。市の補助等はございません。 

  この地籍整備推進調査費補助金につきましては、東京都の各自治体におきましては、再開発事業や組合施行

の区画整理事業などでの申請はございます。ただ、通常の民間事業者による開発事業などでの申請はまだない

ということでございます。 

  以上でございます。 

○６番（大后治雄君） まだないっていうようなところを今伺いましたけども、申請をすればいただけるような

内容のものなんでしょうか。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 先ほど申し上げましたように、条件、要件がございますので、人口の集中地区で

あったり、500平米以上なければいけませんよとか、そういうことの要件がございますので、要件に合致すれ

ば申請は可能でございます。 

  以上でございます。 

○６番（大后治雄君） どうもありがとうございます。 

  そういった民間事業者がどんどん行っていっていただければ、市のほうが負担していく割合っていうのはそ

れこそ減っていきますから、ただ、開発事業がふえてしまうとそれも余りよくないという部分もありますので、

なかなかそこは痛しかゆしなのかなという気もしますけれども。 

  次に、カの国・都からの指導・要請について伺いますが、大きなところで国が計画をいろいろとしてるとい

うふうに思うんですけども、それと市の地籍調査のその計画との整合性というのは現状どういうふうになって

いますでしょうか。 

○土木課長（寺島由紀夫君） この地籍調査は国土調査法に基づいたものですが、国土調査法が昭和26年に制定

されております。その後、昭和32年から第１次十箇年計画というものが始まりまして、現在におきましては平

成22年から平成31年までの第６次国土調査事業十箇年計画が策定されてございます。こちらにつきましては、
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地籍調査の一層の促進を図るため、地籍調査を緊急に実施すべき地域を絞り込み、優先的に地籍を明確にする

ことを目標にしているものでございます。 

  東京都におけます地籍調査は、この計画におきまして対象面積2,029平方キロメートルのうち456平方キロメ

ートルが完了しておりますが、この第６次十箇年計画での計画数値は230平方キロメートルに設定されており

ます。そのような中で、平成26年度末までの５年間の実施面積は14.3平方キロにとどまってるということでご

ざいます。 

  当市に限らず、区部、市部ともに全般的におくれてるような状況の実態でございます。 

  以上でございます。 

○６番（大后治雄君） 国の計画の中に緊急のにするべき地域の中に当市は入ってないっていうことなんでしょ

うか。 

○土木課長（寺島由紀夫君） この優先的に実施する地域ということですが、各市にそういう状況が来るんじゃ

なくて、全体の中で都市部について優先的にとか、そういうことですので、具体的には各市、例えば東大和市

にとか、そういうことではございません。 

  以上でございます。 

○６番（大后治雄君） かなり大くくりにそういったところが来るというようなことなんですね。わかりました。 

  大変、計画っていってもかなり大ざっぱな計画ですから、ざっくりとした計画で、あなたのところのここの

部分をこうやりなさいって言われれば皆さんどんどん、ああやらなきゃいけないんだなっていうふうに思うと

思うんですけども、あなたとあなたとあなたのところのこの辺大体やっておいてねと言われれば、それ皆さん

やりませんよね。そういったようなところが余りざっくりとした計画というのは、これはもう国のほうも余り

やる気がないのかなというふうな気もするんですけど、それ言ってもしょうがないんで次に行きますが、最後

の項目伺います。 

  キの今後の課題とあり方について伺うんですが、課題がいろいろあろうかと思いますが、その課題への対処

方法をそれぞれ教えてください。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 課題への対処法ということでございますが、この地籍調査につきましては、長期

にわたる財政負担と組織体制が必要になりますことから、実施した場合、調査の進捗がかなり遅くなることに

対しての費用対効果を検討しなければいけないということで考えてございます。 

  以上でございます。 

○６番（大后治雄君） いろいろ費用対効果あるということですけども、確かにそれは重要なファクターなのか

と思います。 

  で、その費用についてなんですが、今後の財政負担のあらましというところを教えてください。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 先ほど仮にということで年間予算2,000万円としてお話し申し上げましたが、こ

の財政負担、年間予算2,000万円ということで実施した場合の財政負担として説明させていただきます。 

  官民境界等先行調査、こちらについて先ほど78年かかるという計算ということでお伝えしましたが、総費用

15億6,000万円かかります。補助金ですね、４分の１が市負担ということになりますと３億9,000万円というこ

とになります。 

  その次の後続の調査としまして一筆調査でございますが、先ほど166年というお話をさせていただきました

が、総費用は33億2,000万円という計算になります。補助金を差し引いた実質の市の出費、25％でございます
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が、こちらは８億3,000万円という計算になります。 

  以上でございます。 

○６番（大后治雄君） ありがとうございます。合わせると12億2,000万円というような金額でありますから、

確かにちょっとこれ、おいそれと出せるような金額じゃないのかなというふうに思います。さまざまメリット、

デメリット、いろいろとあるんですけれども、なるべく進めたほうがいいというのは皆さんわかっているんで

すが、なかなかその辺のメリット、デメリットのバランスとか、それから国からのいろんな要請だとかという

ところのいろんな要素が絡んでなかなか進まないのかなという感じがいたします。 

  地籍調査ということで、今回13年ぶりに伺ったわけですが、当時から比べても全く進んでないということが

わかっただけでもよかったのかなというふうに思います。 

  最後に、市長の御所見を伺いたいと思います。 

○市長（尾崎保夫君） 地籍調査ということで、うちは全然進んでないということを改めて認識したわけですけ

ど、ただ、立野とか上北台、土地区画整理関係の測量関係のものは地籍調査の一つの認証が可能ではないかと

いうような話もございます。そのほかにも、東大和は真ん中のところがほとんどが区画整理、きちっとされて

ますので、そういった意味ではまだ活用できるデータはあるのかなというところもございます。 

  先ほどの話にも、私どもの話にもありましたように、長期間、そしてお金もそうですけども、期間の割には、

割り返していくとお金はというところもありますけど、特に人材、２人、３人ぐらいの人材がしっかりないと

対応し切れないというところもございまして、我々が持っている先ほど言った区画整理等のデータ等を考え、

そして人材、そして期間、いろんなことを踏まえて長期的な視点に立って、効率的で何か使えるデータはほか

にないのかとか、できるだけ効率的で効果のあるような、そんなふうな調査を研究してまいりたいというふう

に考えております。 

  以上です。 

○６番（大后治雄君） どうもありがとうございます。 

  市長が今おっしゃった活用できるデータがまだあるんじゃないかというようなところで、ぜひそういったも

のを掘り起こしていただいて、少しでも、数％でも進捗が伸びるようなところをぜひお願いしたいというふう

に思っています。 

  特に、人・物・金のうち人と金がやっぱりないというようなところは間違いなくあるわけで、なかなかそこ

ら辺がどの自治体でも手を出しにくいところなのかなというふうに思います。 

  地籍調査のデメリットの多くっていうのは、なるべく少しでも早く進捗させるということが解決策の筆頭の

ようでありますし、メリットも大きいものでございます。費用対効果というのも大変重要なファクターであり

ますけども、さすがに244年かかるっていうことはやらないっていうことと同義でありますから、少しでも早

く進捗させるように張り切って頑張っていただくことをお願いいたしまして、私の今回の一般質問を終了させ

ていただきます。 

  どうもありがとうございました。 

○議長（関田正民君） 以上で、大后治雄議員の一般質問は終了いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（関田正民君） お諮りいたします。 

  本日の会議はこれをもって延会としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関田正民君） 御異議ないものと認め、これをもって延会といたします。 

午後 ４時４２分 延会 

 


